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はじめに

　 本市では、平成２２年度を目標年次とする茅ヶ崎市新総合計画
後期基本計画「ちがさき・さわやかプラン」を策定し、「自然と
人がふれあう心豊かな快適都市　茅ヶ崎」の実現に向けて、市民
の皆さまとともに取り組みを進めています。
　第３次実施計画は、「ちがさき・さわやかプラン」に基づき、
平成１７年度から平成１９年度までの３年間に実施する主な事業
を明らかにし、まちづくりの指針として、策定するものです。
　策定にあたっては、「新総合計画後期基本計画第３次実施計画
策定に向けた事業選択（案）」をお示しし、市民の皆さまからの
ご意見をいただき、第３次実施計画事業の確定作業に取り組んで
まいりました。
　しかしながら、平成１７年度当初予算編成の過程において、財
政運営の根幹を成す市税収入の伸び悩み、国庫補助金の削減等に
よる歳入の減少に加え、歳出では、生活保護法、児童福祉法等に
基づいて支給する扶助費や、国民健康保険事業、老人保健医療事
業等の各特別会計等への繰出金が大幅に増加していることから、
第３次実施計画策定の前提となっている平成１６年５月に公表し
た中期財政見通しの財源不足の額が拡大する見込みとなっていま
す。
　したがって、第３次実施計画策定にあたりましては、事業費や
事業実施年度の見直しなどを行い、各年度の事業費を（５ページ
別表１のとおり）算出し、平成１７年度実施計画事業について
は、財政調整基金の取り崩しにより対応することとしましたが、
平成１８年度、１９年度は、財源確保が不透明なため、１年ごと
に精査し、財政状況に応じて事業規模の縮小又は先送り等の方法
を取らざるを得ない場合もあります。
　そこで、平成１８年度計画事業は、平成１８年度予算編成方針
公表の段階で実施事業についての考え方を、平成１９年度計画事
業は、第４次実施計画策定に向けた見直しの段階でお示しします
　今後、このような財政状況から財政運営の健全性を確保するた
め、財源確保策（３ページ）により、歳入の確保、歳出の抑制に
向けた取り組みを実施してまいります。
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１ 実施計画策定の趣旨

この実施計画は、市民参加と職員参加による手づくりの計画とし

て、平成１２年１１月に策定された「茅ヶ崎市新総合計画後期基本

計画」の施策の方向に基づき、茅ヶ崎市新総合計画の目指す将来都

市像「自然と人がふれあう心豊かな快適都市 茅ヶ崎」の実現に向

けて、事業計画を体系的・具体的に示し、総合的・計画的なまちづ

くりを進めるために策定したものです。

２ 実施計画の位置づけ

本市の総合計画は 「基本構想 「基本計画 「実施計画」の３層、 」 」

構成であり 「実施計画」は 「基本計画」で示す「施策の方向」、 、

を、３か年の財政推計を基本とし、具体的な事業内容を示すもので

す。

なお、第１次・第２次実施計画は、社会経済情勢や時代潮流、市

民ニーズに的確な対応を図り、効率的な行政運営を行うため、計画

期間を３か年の短期計画とし、２年ごとに見直しを行ってきました

が、第３次実施計画は、厳しい財政状況のなか、平成１７年度事業

は確定しましたが、平成１８年度、１９年度は、事業選択されたな

かから、１年ごとに精査し、財政状況に応じた事業展開をしてまい

ります。

３ 実施計画の期間

この実施計画は、平成１７年度から平成１９年度までの３か年を

計画期間とします。

第1部 第３次実施計画について



４ 実施計画策定の基本的姿勢

今後も予想される厳しい財政状況を踏まえ、社会経済情勢の変化

と複雑・多様化する行政需要を的確に見極めるとともに、行政評価

制度を活用して、事業の徹底した点検・評価を行い、成果を重視し

た事業の選択につとめることとし、特に投資的事業（実施計画事業

＜ハード事業＞）の選択にあたっては、緊要度の高い事業を優先し

ました。

さらに、各事業の選択にあたっては、次の事項を徹底しました。

① すべての事業をゼロベースで見直し、短・中期における必要度

を明確にして、優先順位をつけること。

② 継続事業の見積もりにあたっては、その手法や期間内における

事業量等を再検討し、事業費の縮減を図ること。

なお、第３次実施計画においては、次の４つを重点事項としまし

た。

(1) 市民の生命や財産を守る「安全・安心なまちづくり」の実現

小・中学校等の耐震補強工事等、台風・大雨等による溢水対
いっすい

策、その他、市民の安全・安心の確保を図るための事業

(2) 次世代の育成

次世代を担う子どもを健やかに育むことを目指し、産み育て

やすい環境の整備を図るための事業

(3) 産業の活性化と雇用の創出

少子・高齢化社会の進行や高度情報化社会の進展に対応した

産業の育成その他、市内の経済・雇用の活性化を図るための事

業

(4) 中期的展望に基づいた行政経営の実現

中期的展望に基づき、行政評価を活用した点検・評価と成果

を重視した事業選択につとめ、効率的で合理的な行財政運営の

推進



５ 第３次実施計画事業費について

（１）実施計画事業費と財源確保について

計画期間中（平成１７年度～平成１９年度）の事業選択され

た事業費を施策体系別に別表１のように算出しました。

なお、平成１７年度事業費は確定しましたが、平成１８年度、

１９年度は、選択された事業の事業費（推計値）を算出してお

ります。

１ 消費的経費（実施計画事業＜ソフト事業＞）

実施計画における消費的経費（実施計画事業＜ソフト事業＞）

については、新規・拡充事業等を中期財政見通しで算出した一

般財源のなかで、事業費を算出しました。

２ 投資的経費（実施計画事業＜ハード事業＞）

事業採択にあたっては、中期財政見通しで算出した一般財源

のなかで、各種施策の優先順位、費用対効果、市民要望等を勘

案し、行政評価制度を活用して、徹底した点検・評価を行い事

業を計画しました。

事業費は、現行の行財政制度を基礎に算定し、また、事業主

体が国、県、民間となる事業は、市の負担額、助成額を事業費

として算出しました。

３ 実施計画事業の財源確保について

第３次実施計画事業費については、事業費の圧縮、事業内容

の精査、実施時期の見直しを行い、中期財政見通しで推計した

３か年の事業費150億6,600万円に対して、96億6,700万円

と、53億9,900万円を削減しました。この額は、一般財源ベ

ースでは中期財政見通しの推計額89億1,900万円に対して、

64億9,400万円と、24億2,500万円の削減にあたります。

しかし、平成１７年度予算編成状況から、３か年（平成１７年

度～１９年度）の歳入・歳出を平成１６年５月に公表した中期

財政見通しと比較するとさらなる財源不足が生じる状況にあり

ます。そこで、平成１７年度実施計画事業費については、財政

調整基金を取り崩し、その財源を確保いたしましたが、平成１

８年度、１９年度の事業費については、次のような財源確保策

を講じながら、今回、ここで位置づけた実施計画事業をできる

限り推進してまいりたいと考えております。



＜１＞ 歳入の安定確保

（１）市税等の徴収率の向上

休日に臨時納付窓口の開設や滞納者宅への訪問など滞納

整理の強化を図るとともに、納税者の利便性を確保するた

め、市税及び国民健康保険料をコンビニエンスストアで納

付できるようにするなど、徴収率の向上につとめます。

（２）使用料・手数料の見直し

人件費など間接的経費を含めたコスト（事業原価）を把

握し、使用料・手数料の額を算定するとともに、それらの

減額免除のあり方を見直します。

＜２＞ 歳出の抑制

（１）予算執行上の工夫

行政内部での分権化を進める一環として、予算要求につ

いての権限を部単位に付与する枠配分制度を導入し、経費

節減を図ります。

（２）事務事業の見直し

総合計画事業の選択にあたっては、行政評価制度を活用

しましたが、通常業務においても、評価制度を導入して、

業務を見直します。

（３）人件費の削減

複雑・多様化する行政需要に的確に対応するためには、

市が担うべき役割を明確にした上で、再任用・嘱託職員の

活用や民間活力の導入などにより、職員数の適正化を図る

とともに、各種手当て等の見直しを行い、人件費の削減を

図ります。

（４）補助金の見直し

補助金は、公益上必要があると認める団体、個人が行う

事務事業等に対し支出していますが、めまぐるしく時代が

変化しているなかで、事業内容において補助の目的や意義

あるいは補助の必要性の視点から、また公平性・透明性の

視点から見直します。

（５）特別会計繰出金の削減

特別会計においては、独立採算性の原則から独自収入の

的確な確保はもとより、経費の節減・合理化を図ることに

より一般会計の負担の軽減を図ります。



＜３＞ 国への働きかけ

地方公共団体が、自主的かつ自立的に事業が執行できる

よう、財政負担の増加につながるものについては、財源保

障等の対応を今後も県や市長会等を通じて国に要望します。

＜４＞ 財政調整基金の活用

健全な財政運営を図ることを目的に設置された財政調整

基金については、一定額を確保しつつ、今後の事業展開や

取り組みの状況を踏まえ、なお、税源が不足する場合は、

その額を補充する財源として活用します。



（別表１）

会計別 区　分 １７年度 １８年度 １９年度 合　計 うち一般財源

ソフト 36 62 71 169 143

ハード 426 586 175 1,187 751

特別会計 ハード 50 250 50 350 171

計 512 898 296 1,706 1,065

ソフト 55 92 121 268 268

ハード 1,725 1,605 1,550 4,880 3,612

特別会計 ハード 2,014 2,634 2,954 7,602 1,829

計 3,794 4,331 4,625 12,750 5,709

ソフト 63 64 102 229 226

ハード 1,138 567 439 2,144 754

特別会計 ハード 0 0 0 0 0

計 1,201 631 541 2,373 980

ソフト 2 37 47 86 36

ハード 105 70 80 255 255

特別会計 ハード 0 0 0 0 0

計 107 107 127 341 291

ソフト 55 42 39 136 136

ハード 87 107 119 313 313

計 142 149 158 449 449

ソフト 211 297 380 888 809

ハード 3,481 2,935 2,363 8,779 5,685

小計 3,692 3,232 2,743 9,667 6,494

特別会計 ハード 2,064 2,884 3,004 7,952 2,000

合　計 5,756 6,116 5,747 17,619 8,494

※平成１７年度事業費は確定しています。
※平成１８年度、平成１９年度の事業費は、現段階での選択された事業の推計値です。
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6　実施計画書の見方

＜計画書の見方＞

１　目　標

２　施策の方向

３　計画事業

（１）事業名欄
①

② ＜ハード事業＞と記載してあるのは、建設事業等の投資的事業です。

③

④ （○○○○課）と記載してあるのは事業に関わる主たる担当課です。

（２）事業概要欄
① 上段は、事業の概要説明です。

② ◇印は、事業の内容を示したものです。

③ 事業実施年度は、第３次実施計画期間中（平成１７年度～平成１９年度）においての実
施年度を示すものです。

　なお、市立病院事務局の経営推進課、消防本部の消防総務課は、それぞれ（病院経営
推進課）、（消防総務課）と記載してあります。

 1－01－01－204

●施策の方向（２）保健サービスの充実に係る事業のＮＯ．４

●第１章　いたわりと生きがいのある健康で安全なまち

●第１節　健康な人づくり・体力づくり

●施策の方向 （２）保健サービスの充実に係る事業

　目標は、後期基本計画の第２部「施策体系別計画」、第３部「計画の推進に向けて」
に掲げられたものです。

●第１小節　健　康

　施策の方向は、後期基本計画の第２部「施策体系別計画」、第３部「計画の推進に向
けて」に掲げられたものです。

事業名は、各施策に関わる事務事業です。
　なお、☆印の表示があるものは、「新規」事業を示したものです。
        　 ★印の表示があるものは、「拡充」事業を示したものです。

＜第３次実施計画新規事業の基準＞
１　ハード事業
①　第１・２次実施計画に位置づけられていないもの
②　地域別に設置・整備するもの
③　箱物の建設
④　調査・検討から建設・整備に移行するもの

２　ソフト事業
①　第１・２次実施計画に位置づけられていないもの
②　調査・検討をした結果、実施・策定等へと決定したもの

<第３次実施計画拡充事業の基準＞
①　ソフト事業のうち、拡充・拡大され、市民サービスの向上が図られるもの
＊ただし、整理・統合による事業は除く

事業名コードは、財務会計オンラインに関わる進行管理システム上のコードです。



（３）活動指標・目標欄

①

②

③

（４）事業主体欄
①

（１）国・県等関係機関に対して要望・要請を行う事項
　  国や県その他関係機関へ整備促進や設置等の要望・要請を主に行うことの事項をいい
　  ます。

（２）第４次実施計画に向けた研究・検討事項
　  主に研究や検討を進める事項をいいます。

（３）定例的・定型的業務
　  第２次実施計画においては、実施計画事業として位置づけられていたが、各課かい

 における通常の業務に移行したと判断される事業（業務）をいいます。

事業主体「国」、「県」、「民間」と記載してあるのは、国、神奈川県または、民間が
事業主体となって事業を実施することを示したものです。

実績値(③)は、指標に関わる１6年度又は～１6年度末現在の数値等です。

※(16年度)の表示は、16年度(16.4.1～17.3.31)の１年間における数値を示すものです。
※(～16年度末)の表示は、16年度以前から16年度末(17.3.31)までの通算（累計）した数値を示
すものです。

４　その他業務等

指標（①）は、事務事業の活動結果を数値で表現するための活動指標(名称)が設定して
あります。

※活動指標は、行政資源（人・金・労働時間）が投入された結果、どれだけの活動が行われるの
か、行政側から見れば「行政活動量」であり、市民から見れば「行政サービス量」を表すものとし
て設定しています。

目標(②)は、指標に関わる19年度、～19年度末、17～19年度の数値等です。

※(19年度)の表示は、19年度(19.4.1～20.3.31)の１年間における数値を示すものです。
※(～19年度末)の表示は、19年度以前から19年度末(20.3.31)までの通算（累計）した数値を示
すものです。
※(17～19年度)の表示は、第３次実施計画期間である1７年度から1９年度までの３か年における
数値を示すものです。



いたわりと生きがいのある

第１章

第２部　施策体系別計画

健康で安全なまち



第１節　健康な人づくり・体力づくり

１-１　健　康

１　目　　 　　標

２　施策の方向

（１）健康づくりの推進
（２）保健サービスの充実

３　計画事業

活動指標・目標
①指標
　乳幼児健診実施
　回数
②目標
　　７２回(19年度)
③実績
　　７２回(16年度)
※対象
 4か月・10～11か月・
 1歳6か月・3歳

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

４－（２）　第４次実施計画に向けた研究・検討事項

主たる担当課

健康づくり課

４－（３）　定例的・定型的業務

主たる担当課

健康づくり課

健康づくり課

健康づくり課
　神奈川県湘南赤十字血液センターと連携し献血を実施
します。

献血事業
(1-01-01-103)

●自分の健康は、自分で守り、管理するという市民の健康意識の高揚を
図り、市民一人ひとりが健康で明るく一生を暮らせる健康づくり事業を
充実します。
●ゆとりのある健康的な市民生活を送るため、医療機関などと連携し、
健診・相談・指導体制を確立し、一貫した保健サービス提供体制を確立
します。

概　　要

　「ちがさき健康づくり講座」の修了者が、取得した知
識を活用して、地域に根ざした市民による健康づくり活
動の一層の推進を図ります。

健康づくり推進事業
(1-01-01-101)

健　康

業務名（事業名コード）

1-01-01-204（健康づくり課）

☆地域医療センターの整備
＜ハード事業＞

(1-01-01-104)

　母子健康手帳の発行、妊婦健康診査、母親・父親教室
の開催、助産師や保健師による妊産婦、新生児、乳幼児
訪問指導、乳幼児健康診査などを実施し、妊娠・出産・
育児を支援します。
　また、子育て支援・親と子のこころの健康づくり・思
春期保健への取り組み、児童虐待予防を課題として関係
機関、児童福祉、学校保健、地域等との連携を図りなが
ら事業を実施します。

事　　業　　概　　要

★母子保健事業

事　業　名

　栄養教室等を開催し、食事による疾病予防の知識を広
く普及します。

栄養改善事業
(1-01-01-102)

研究・検討事項（事業名コード） 概　　要

　休日医療を必要とする市民への安定した医療を提供
し、健康づくり活動の拠点となる施設の整備及び福祉活
動における拠点の整備と市民参加の利便性の向上を図る
ための保健福祉施設の必要性等について検討します。



主たる担当課

健康づくり課

健康づくり課

健康づくり課

健康づくり課

健康づくり課

業務名（事業名コード） 概　　要

　生活習慣病の予防及び介護を要する状態となることの
予防のため、広く市民に健康教育を実施します。

健康相談事業
(1-01-01-202)

健康教育事業
(1-01-01-203)

　歯周疾患健診を実施し、歯周病の予防と歯の喪失防止
を図ります。

　食生活、運動、生活習慣の改善や自己管理がスムーズ
に実行できるよう支援します。

成人歯科健康診査事業
(1-01-01-201)

　老人健康手帳の交付や基本健康診査・各種がん検診・
肝炎ウイルス検査などを実施します。

予防接種事業
(1-01-01-205)

基本健康診査等事業
(1-01-01-206)

　感染症の発生を防ぐため、予防接種を実施します。



１-２　医　療

１　目　　 　　標

２　施策の方向

（１）地域医療体制の充実
（２）救急医療体制の充実
（３）災害時医療体制の充実
（４）市立病院の充実

３　計画事業
 

活動指標・目標
①指標
　医療機器の整備
　事業費
②目標
　３５０，０００
　千円
　（17～19年度）
　（放射線治療装
　置含む）
③実績
　　なし

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　病床利用率
②目標
　９４．５％
　(19年度)
③実績
　８８．０％
　(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

４－（３）　定例的・定型的業務

主たる担当課

健康づくり課

健康づくり課

●市民にとってより適切な医療サービスが受けられるよう、保健・医療・
福祉の連携体制を確立します。
●すべての市民に対して、いつでもそれぞれの状況に応じた対応が可能な
医療体制の整備を進めます。

概　　要

市立病院経営健全化の推進

市立病院の医療機器の充実
＜ハード事業＞

1-01-02-402（病院経営推進課）

　地域の中核病院として高度な医療を提供し、市民の信
頼と期待に応えるため、医療機器の充実を図ります。特
にがん治療機能の充実のため、放射線治療装置の新規導
入を目指します。

事　　業　　概　　要

　市立病院では、医療環境の変化や市民の医療ニーズへ
の的確な対応、さらには、他の医療機関との役割分担や
連携を図りながら効率的な病院運営を進めるために平成
１６年度に「茅ヶ崎市立病院経営計画」を策定しまし
た。今後はこの計画に基づき、病院機能のより一層の充
実強化と経営改善に取り組んでいきます。
　計画期間は平成１６年度から２０年度までの５か年間
とし各数値目標（中期経営指標）について毎年度進行管
理を行い、中間年において計画内容の見直しを行いま
す。

事　　業　　概　　要

事　業　名

医　療

業務名（事業名コード）

事　業　名

1-01-02-403（病院経営推進課）

救急医療体制の充実
(1-01-02-201)

　地域の限られた医療資源の有効活用を図るなかで、救
急医療体制の整備を推進します。

　市民一人ひとりがかかりつけ医を持つことの意義を啓
発します。

地域診療所と病院との連携による
医療体制の整備
　　　　(1-01-02-101)



１-３　生涯スポーツ

１　目　　 　　標

２　施策の方向

（１）スポーツ・レクリエーション活動の充実
（２）スポーツ・レクリエーション活動の振興
（３）スポーツ・レクリエーション施設の整備

３　計画事業
 

活動指標・目標
①指標
　スポーツ教室開催
　回数
②目標
　２５回(19年度)
③実績
　２３回(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

 

４－（２）　第４次実施計画に向けた研究・検討事項

主たる担当課

スポーツ課

●だれもが、いつでもスポーツに親しみ、健康づくりができる生涯ス
ポーツ活動を推進します。
●多様なスポーツ・レクリエーション活動が活発にできるよう指導者の
育成とスポーツ・レクリエーション施設を整備・充実します。

事　　業　　概　　要

各種スポーツ教室やイベントの開
催

1-01-03-101（スポーツ課）

総合型地域スポーツクラブの育成
支援
　　　　(1-01-03-201)

　スポーツ教室・講習会は、子どもから高齢者までが参
加でき、「運動・スポーツをしたいけれどできない人」
に配慮し、市民のニーズも高く、運動強度も高くない、
安全で気軽に楽しめる種目を選んで実施し、参加者にス
ポーツ習慣の提案をしていきます。また、健康づくり課
や高齢福祉課と連携を図り、中高年齢者を対象に生活習
慣病の予防・改善を目的とした健康運動教室を開催しま
す。
◇市総合体育大会　◇市民富士登山　◇スポーツ少年団
交歓会　◇市民ふれあいウォーク
◇市民健康マラソン　◇高南一周駅伝競走大会　◇ス
ポーツ・レクリエーションフェスティバル
◇スポーツ教室（一般・女性・子ども・親子・中高年対
象）

概　　要

事　業　名

研究・検討事項（事業名コード）

　地域住民が、学校や地域のスポーツ施設などを拠点に
して、複数の種目のスポーツなどに主体的・継続的に参
加できるよう、関係団体などと連携をとりながら、自発
的・自主的な運営による住民参加の総合型地域スポーツ
クラブを育成・支援します。

◇活動拠点（施設）の確保
◇運営準備委員会の開催
◇普及・啓発事業の実施
◇広域スポーツセンターとの連携

生　涯
スポーツ



４－（３）　定例的・定型的業務

主たる担当課

スポーツ課

スポーツ課

スポーツ課

スポーツ課

概　　要

スポーツ施設の整備
(1-01-03-303)

業務名（事業名コード）

　相模川河畔スポーツ公園の施設機能の移転をはじめ、
総合体育館・屋内温水プール・野球場など既存施設を含
め整備します。

　学校開放体育施設やスポーツ広場などの効果的な利用
を促進します。

　市民の目的や要望に適応したイベントや施設利用など
の情報が提供できるよう、また効率的に施設利用ができ
るようにシステムを整備します。

学校開放体育施設やスポーツ広
場、プールなどの効果的管理運営
の整備
　　　　(1-01-03-302)

イベントや施設利用などの情報シ
ステムの整備推進
　　　　(1-01-03-103)

指導者の育成
(1-01-03-102)

　生涯スポーツ活動が充実した指導体制の下で展開され
るように、指導者の養成・確保などを行います。



第２節　心がふれあう福祉社会づくり

２-１　地域福祉

１　目　　 　　標

２　施策の方向

（１）総合拠点の整備
（２）地域福祉推進体制の確立
（３）地域福祉意識の高揚
（４）自立の支援
（５）権利擁護の充実

３　計画事業

活動指標・目標
①指標
 （仮称）地域福祉
　計画 推進委員会
　開催回数
②目標
　１２回
　(17～19年度)
③実績
　なし

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

 

４－（２）　第４次実施計画に向けた研究・検討事項

主たる担当課

保健福祉総務課

４－（３）　定例的・定型的業務

主たる担当課

保健福祉総務課

保健福祉総務課

保健福祉総務課

地域福祉

☆地域福祉計画の推進

業務名（事業名コード）

事　業　名

1-02-01-203（保健福祉総務課）

●だれもが地域や家庭で、その人らしい自立した生活が送れるよう、地域
と行政、保健・医療・福祉の連携による多様な総合的福祉サービスの提供
と体制づくりを進めます。

☆福祉センターの整備
＜ハード事業＞

(1-02-01-101)

　地域でのふれあいや連帯感を深めるため、学習機会を
提供し、地域福祉意識の高揚を図ります。

　平成１６年度に策定する地域福祉計画の推進及び他の
高齢者、障害者、児童等の計画との調整による見直し等
を図るため、（仮称）茅ヶ崎市地域福祉計画推進委員会
を設置し、検討するとともに、地域で住民参加ができる
地域福祉活動の拠点整備のため、既存の公共施設の利用
や民間施設の借上げ等による助成整備を図ります。

◇地域福祉活動拠点を市内１２地区に設置

事　　業　　概　　要

概　　要

研究・検討事項（事業名コード）

地域福祉意識の高揚
(1-02-01-301)

概　　要

　福祉活動の拠点及び市民参加の利便性の向上を図るた
めの福祉施設の必要性等について検討します。（地域医
療センターに併設）

相談業務の充実
(1-02-01-401)

　保健・福祉双方の面で専門的知識・経験を有する者又
は資格のある職員等を配置し、相談体制の充実につとめ
ます。

権利擁護の充実
(1-02-01-501)

　障害者及び高齢者等の在宅生活の安定を図り、権利を
擁護するための事業の充実を図ります。



２-２　児童福祉

１　目　　 　　標

２　施策の方向

（１）子育て環境の整備・充実
（２）子育て支援の充実
（３）児童育成の支援
（４）母子・父子福祉の充実

３　計画事業

活動指標・目標
①指標
　整備(助成)法人数
②目標
　７法人
　(17～1９年度)
③実績
　２法人
　(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市・民間

活動指標・目標

①指標
　次世代育成支援対
　策協議会開催回数
②目標
　１５回
　(17～1９年度)
③実績
　８回(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　地域育児センター
　か所数
②目標
　１０か所
　(～19年度末)
③実績
　９か所
　(～16年度末)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市・民間

●安心して子どもを生み育てるための多様な保育ニーズに対応し、子ども
たちが健やかに成長できるよう家庭や地域での子育て環境を整備します。

事　業　名

☆待機児童解消等のための公立・
民間保育園の整備拡充
　　　　＜ハード事業＞

児童福祉

事　業　名

事　業　名

1-02-02-103（こども課）

事　　業　　概　　要

　待機児童解消や保護者の多様な保育ニーズに対応する
ため、老朽化した民間保育園の定員増を伴う建て替えを
実施するとともに、新たに民間保育園を整備します。ま
た、公立保育園においては現施設の有効利用により定員
増を図ります。

事　　業　　概　　要

1-02-02-101（こども課）

1-02-02-201（こども課）

☆次世代育成支援対策行動計画の
推進

★地域育児センター事業の実施

　次代の社会を担う子どもたちが、健やかに生まれ育つ
環境の整備を図るために、地域における子育て支援、親
子の健康の確保、教育環境の整備、子育て家庭に適した
居住環境の確保、仕事と家庭の両立等について、目標や
目標達成のために講ずる措置の内容等の行動計画を推進
します。

事　　業　　概　　要

　保育園の持つ専門的機能を地域に開放し、育児相談、
育児情報の提供、子育て家庭交流、世代間交流などを実
施し、育児に不安を持つ親への支援や地域福祉の向上に
つとめます。このうち、民間保育園については、地域育
児センター事業として助成します。



活動指標・目標
①指標
　児童クラブか所数
②目標
　１１か所
　(～19年度末)
③実績
　５か所
　(～16年度末)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　日常生活支援派遣
　日数
②目標
　１２０ 日(19年度)
③実績
　９５日(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　家庭児童相談開所
　日数
②目標
　週５日(19年度)
③実績
　週５日(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

４－（３）　定例的・定型的業務

主たる担当課

こども課

事　業　名

1-02-02-402（こども課）

☆家庭児童相談及び児童虐待対策

業務名（事業名コード） 概　　要

家庭保育福祉員制度
(1-02-02-204)

　保育園の代替的機能として、市に登録している家庭保
育福祉員が、自宅で一定条件のもとに児童の保育を行い
ます。

　関係機関との連絡体制強化につとめ、相談業務の充実
を図ります。

◇　家庭児童相談室における相談業務
　相談員の増員により相談体制の強化を図り、併せて虐
待等の要保護児童について必要に応じて近隣住民等関係
者の協力を得つつ、面会その他の手段により状況の確認
を行います。
◇　児童虐待対策
　児童虐待、非行児童等の家庭をめぐる複雑困難な問題
に対して、関係機関がネットワークを構築し、支援を行
う既存の「ちがさき児童相談ネットワーク会議」を、児
童福祉法の改正に併せて発展的に法定協議会へ移行しま
す。

1-02-02-401（こども課）

母子・父子家庭への支援

事　業　名

1-02-02-302（こども課）

☆放課後児童健全育成事業
＜ハード事業＞

事　業　名 事　　業　　概　　要

　保護者が労働などにより昼間家庭にいない小学校児童
を対象とし、地域の積極的な協力を得ながら、適切な遊
び及び生活の場を確保し、その健全な育成を図るため、
各年度２か所ずつ施設整備を目指します。

事　　業　　概　　要

　ひとり親家庭に対し、経済的支援など自立促進を図る
ための支援体制を引き続き実施します。

◇　母子家庭等福祉資金貸付金利子補給
◇　母子家庭等日常生活支援事業
◇　児童扶養手当の支給（母子家庭とそれに準ずる世
帯）
◇　母子・父子家庭の親子ふれあい大会
◇　母子家庭高等技能訓練促進費事業及び自立支援教育
訓練給付金事業

事　　業　　概　　要



２-３　高齢者福祉

１　目　　 　　標

２　施策の方向

（１）長寿を喜び合える社会づくり
（２）介護保険の充実
（３）すべての世代が共に支え合う社会
（４）施設整備とサービス提供体制の確立

３　計画事業

活動指標・目標
①指標
　トレーニング教室
　開催回数
②目標
　２０回
　(17～19年度)
③実績
　なし

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　介護保険運営協議
　会開催回数
②目標
　８回
　(17～19年度)
③実績
　３回(16年度)

事業実施年度 １７年度  １９年度 事業主体　市

●高齢者の社会参加の機会を確保し、健康で生きがいのある自立した生活
が送れる環境をつくります。
●介護保険はサービス提供事業者との連携を図り、地域介護システムを構
築し、地域に即した安定的かつ効率的な事業運営を行います。
●公・私の協働による福祉サービスの質の確保と向上を図り、適切なサー
ビス提供を確立します。

高齢者福祉

1-02-03-106（高齢福祉課）

事　業　名

☆介護予防・健康づくり事業

事　業　名

1-02-03-201（介護保険課）

介護保険事業計画の策定

　転倒骨折の防止及び加齢に伴う運動機能の低下の防止
の観点から、概ね６０歳以上の在宅の高齢者で、事業実
施により効果が期待できるもの及び要介護認定において
「要支援」「要介護１」と判定された概ね６５歳～７５
歳の方を対象に、筋力トレーニング等を実施します。

事　　業　　概　　要

事　　業　　概　　要

　介護サービスの基盤と充実のために、市町村は法律に
基づき、サービスの確保、円滑な提供等についての介護
保険事業計画を策定します。
　第３期介護保険事業計画の期間は平成１８年度から２
２年度までの５年間ですが、３年ごとに計画の達成状況
等の点検も含めた見直しを行います。

◇平成１７年度第３期介護保険事業計画策定
◇平成１９年度第４期介護保険事業計画の見直しに向け
て利用者意向調査を実施



活動指標・目標
①指標
　整備(助成)法人数
②目標
　２法人
　(17～1９年度)
③実績
　２法人(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度  事業主体　民間

活動指標・目標
①指標
　ボランティアセン
　ターか所数
②目標
　４か所
　(～19年度末)
③実績
　２か所
　(～16年度末)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　高齢者保健福祉計
　画推進委員会開催
　回数
②目標
　９回
　(17～19年度)
③実績
　２回(16年度)

事業実施年度 １７年度  １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　在宅介護支援セン
　ターか所数
②目標
　１３か所
　(～19年度末)
③実績
　１２か所
　(～16年度末)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　整備(助成)法人数
②目標
　１法人
　(17～1９年度)
③実績
　１法人(16年度)

事業実施年度   １９年度 事業主体　民間

事　業　名

事　業　名

1-02-03-415（高齢福祉課）

1-02-03-420（高齢福祉課）

1-02-03-422（介護保険課）

☆特別養護老人ホーム等建設助成
＜ハード事業＞

1-02-03-401（高齢福祉課）

事　業　名

★在宅介護支援センター運営事業

高齢者保健福祉計画の策定

事　業　名

☆介護老人保健施設の整備
＜ハード事業＞

★ボランティア地域介護支援事業

1-02-03-421（高齢福祉課）

事　業　名 事　　業　　概　　要

　茅ヶ崎市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基
づき、要介護１以上の人を対象に、入浴・排せつ・食事
などの介護、その他日常生活上の世話、機能訓練、健康
管理、療養上の世話を行う入所施設である特別養護老人
ホーム等の建設に対し助成します。

　介護保険の給付サービスの対象とならない高齢者の
ニーズや、介護保険によるサービスでは、対応できない
ニーズに対応することができるよう、地域の福祉力の向
上を図るため、地域のボランティアなどによる高齢者支
援体制の構築を推進します。

事　　業　　概　　要

事　　業　　概　　要

　医療法人等が整備する介護老人保健施設の建設に要す
る経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付しま
す。

事　　業　　概　　要

　高齢者保健福祉計画は、国の法律に基づき、地域にお
けるすべての高齢者を対象として、生きがい対策、健康
づくり対策等に関する総合的な計画として位置づけられ
ております。
　第３期高齢者保健福祉計画の期間は平成１８年度から
２２年度までの５年間ですが、３年ごとに計画の達成状
況等の点検も含めた見直しを行います。

◇平成１７年度に第３期高齢者保健福祉計画を策定
◇平成１９年度に第４期高齢者保健福祉計画の見直しに
向けて、一般高齢者を対象に意識調査を実施

　寝たきりや認知症等の様々な援護を必要とするその家
族からの相談に２４時間体制で応じ、総合的に保健福祉
サービスが受けられるよう、関係機関との連絡調整を行
います。
　在宅介護支援センターは基幹型１か所、平成１７年度
に地域型１か所開設し、１２か所とし、地域ケア体制の
中核となることを目指します。

事　　業　　概　　要



４－（３）　定例的・定型的業務

主たる担当課

高齢福祉課

高齢福祉課

高齢福祉課

介護保険課

高齢福祉課

高齢福祉課

高齢福祉課

高齢福祉課

高齢福祉課

高齢福祉課

高齢福祉課

高齢福祉課

高齢福祉課

高齢福祉課

高齢福祉課

高齢福祉課

高齢福祉課

介護保険課

　要介護者など、その人が持つ能力に応じ自立した日常
生活を営むことができるよう、社会保険方式により必要
な保健医療サービス及び福祉サービスの給付を行いま
す。

　一時的に在宅介護を受けることが困難になった寝たき
り老人、認知症老人及び虚弱老人を特別養護老人ホーム
で養護します。

　認知症の要介護者が日常生活上の援助を受けながら、
少人数で家庭的な雰囲気のなかで共同生活を営む施設の
確保を支援します。

　身体的に自立していても、日常の基本的生活習慣が欠
けている高齢者を、一時的に施設に短期宿泊させ、生活
習慣等の指導を行います。

グループホームの確保と支援
(1-02-03-301)

介護保険事業
(1-02-03-205)

緊急短期入所
(1-02-03-408)

介護用品支給サービス
(1-02-03-411)

　要介護４または５で、世帯が市町村民税非課税世帯に
属する在宅の高齢者を介護している家族に紙おむつ等を
支給します。

　寝たきり老人及び失禁のある認知症高齢者に対して、
寝具の丸洗い・乾燥サービスを実施します。

緊急通報装置貸与
(1-02-03-410)

給食サービス
(1-02-03-412)

　ひとり暮らし高齢者及び高齢者世帯などで日常生活に
注意を要する方に、急病や災害時に迅速な対応ができる
よう、電話回線を利用した緊急通報装置を貸与します。

徘徊高齢者早期発見位置お知らせ
サービス
             (1-02-03-413)

成年後見制度利用支援事業
(1-02-03-414)

　ひとり暮らし高齢者または高齢者世帯等で調理が困難
な方に、給食を提供するとともに安否確認を行います。

　身体機能の低下等により介護を要する高齢者又は、そ
の家族が高齢者の生活に適するように昇降機を設置する
場合に、その費用を助成します。

　判断能力が不十分な身寄りのない認知症高齢者等に代
わって、市が家庭裁判所に成年後見制度の申立を行いま
す。また、市が申立をするにあたって、その経費が支払
えない者に対して、費用を助成します。

　認知症の高齢者が行方不明になったとき、警察や交通
機関等の関係者と連携して捜索し、また、ＰＨＳの探索
機器を持つことにより、居場所を発見し、家族のもとに
早くお帰しします。

老人クラブ活動への支援
(1-02-03-104)

　介護保険で自立と認定されたひとり暮らし高齢者等を
対象に、掃除等の家事援助を必要とする方に、ホームヘ
ルプサービスを提供します。

　介護保険で自立と認定されたひとり暮らし高齢者等を
対象に、デイサービスを実施することにより、自立の助
長と孤立感の解消を図ります。

　家族が住宅を高齢者及び障害者の生活に適するように
改良する場合、必要に応じて住宅改良チームにより専門
的な助言や改良案を作成・提示します。

住宅改良費助成事業
(1-02-03-418)

住宅改修支援事業
(1-02-03-417)

生きがい活動支援通所事業
(1-02-03-302)

軽度生活援助事業
(1-02-03-419)

生活管理指導短期宿泊
(1-02-03-407)

寝具乾燥・丸洗いサービス
(1-02-03-409)

概　　要

シルバー人材センターへの支援
(1-02-03-101)

　高齢者の能力を生かした就業の機会を確保し、社会参
加を通して生きがいを見い出すことを目的に、（社）
茅ヶ崎市シルバー人材センターの活動に対して助成しま
す。

業務名（事業名コード）

　高齢者が生涯を健康で生きがいを持って社会活動がで
きるよう、各種の講座等を開催します。

　茅ヶ崎市老人クラブ連合会を通じて、各老人クラブの
活動を支援し、その活動に対して助成します。

介護保険周辺整備事業
(1-02-03-423)

　介護保険事業の円滑な実施とサービスの質の向上を図
るため、介護サービス相談員派遣事業など介護保険の周
辺整備を図ります。

高齢者の生きがいと健康づくり推
進事業
             (1-02-03-105)



２-４　障害児（者）福祉

１　目　　 　　標

２　施策の方向

（１）在宅福祉サービスの充実
（２）福祉施設サービスの充実
（３）療育システムの確立
（４）自立と社会参加の支援

３　計画事業

活動指標・目標
①指標
　障害者保健福祉計
　画推進委員会開催
　回数
②目標
　５回
　(17～19年度)
③実績
　なし

事業実施年度 １７年度 １８年度  事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　整備完了年度
②目標
　平成１８年度
③実績
　なし

事業実施年度 １７年度 １８年度  事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　整備(助成)法人数
②目標
　１法人
　(17～19年度)
③実績
　なし

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　民間

事　業　名

事　業　名

1-02-04-103（障害福祉課）

　知的障害者入所更生施設の整備を図るため、施設建設
に対して建設費を助成します。

☆障害者保健福祉計画の見直し

1-02-04-203（障害福祉課）

知的障害者の入所更正施設への助
成
　　　　＜ハード事業＞

●障害軽減のための早期発見・早期治療を促す一環した療育システムを確
立します。
●在宅福祉サービスや福祉施設サービスの充実を図り、自立と社会参加を
促進します。

　建物の老朽化に伴う改善、利用園児数にあった指導教
室の改善を図ることから、内部改装を含めた耐震補強工
事を実施します。

事　　業　　概　　要

事　　業　　概　　要

　障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総
合的かつ計画的に実施し、障害者の福祉の増進を図るた
め、平成１０年度に障害者保健福祉計画を策定しました
が、社会環境等の変化に適切に対応するため計画の見直
しを行います。

事　　業　　概　　要

つつじ学園の整備
＜ハード事業＞

1-02-04-201（障害福祉課）

事　業　名

障害児（者）
福祉



活動指標・目標
①指標
　整備(助成)法人数
②目標
　１法人
　(17～19年度)
③実績
　なし

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　民間

活動指標・目標
①指標
　就労相談実施日数
②目標
　２９３日(19年度)
③実績
　２９３日(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

４－（３）　定例的・定型的業務

主たる担当課

障害福祉課

障害福祉課

障害福祉課

障害福祉課

障害福祉課

障害福祉課

事　　業　　概　　要

　一般就労が困難な障害者に対し、自立と社会参加を実
現するため雇用、就労の場の確保と提供につとめます。

　支援費制度の施行に伴い、創作的活動や社会生活への
適応のための訓練を実施するデイサービス事業は、ます
ます需要の増大が見込まれています。通所施設型である
既存の「地域作業所」の充実を図り、デイサービス事業
所への移行を指導し支援を行います。

　平成１５年度に建設した療育相談室を拠点として統合
保育も含めて療育システムの充実を図ります。

　専門家による適切なサービス提供が受けられるよう住
宅改良相談窓口を整備します。
  また、設備改善には、費用を助成します。

生活ホーム・グループホームへの
支援
             (1-02-04-403)

　民間活用により、生活ホーム・グループホームの整備
を図る上で、民間が設置及び運営していく際の設置費を
助成します。

　民間活用により、地域作業所の整備を図る上で、民間
が施設運営していく際の運営費を助成します。

地域作業所への支援
(1-02-04-401)

相談体制・健診体制・障害児保育
の充実
              (1-02-04-301)

デイサービス事業への支援
(1-02-04-202)

概　　要

　支援費制度で対応できない居宅サービスの提供体制を
整備し、様々な要望に対応できるよう、サービス提供の
充実につとめます。

訪問型サービスの充実
(1-02-04-101)

業務名（事業名コード）

住宅設備改善への助成
(1-02-04-102)

1-02-04-404（障害福祉課）

1-02-04-402（障害福祉課）

事　業　名

☆在宅障害者への就労支援の充実

　民間活用により、知的障害者通所授産施設の整備を図
る上で、民間が施設を建設する際の建設費を助成しま
す。

事　　業　　概　　要

通所授産施設への助成
＜ハード事業＞

事　業　名



２-５　勤労者福祉

１　目　　 　　標

２　施策の方向

（１）勤労者福祉の充実
（２）勤労者福祉施設の充実
（３）職場環境の改善
（４）就業機会の創出

３　計画事業

活動指標・目標
①指標
　講座等開催回数
②目標
　８回(19年度)
③実績
　８回(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　勤労者生活対策資
　金融資
  (金融機関への預託
　金)
②目標
　１５５，０００
　千円(19年度)
③実績
　１４５，０００
　千円(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

●勤労者の生活の安定と向上、福祉の充実を図り、豊かな勤労者生活を実
現します。
●勤労者の雇用の促進と安定を図るとともに、職場環境の改善を支援しま
す。

★中小企業勤労者福利厚生事業

融資制度・助成制度の充実

1-02-05-101（産業振興課）

事　業　名

勤労者福祉

事　業　名 事　　業　　概　　要

　市内在住中小企業勤労者を対象として、生活の安定と
向上、福祉の充実を図るため、生活資金の支援や、パソ
コン教室などの技能講座を実施します。
　また、就業形態の多様化や勤務時間の短縮など、生活
にゆとりを求める志向への変化に対応するため、余暇活
動を支援する事業の提供や文化教養講座などを実施しま
す。
　そして、厚生労働省の施策である「中小企業勤労者福
祉サービスセンター」の設置について、平成１９年度を
目途に、事業者・勤労者のニーズや費用対効果を調査
し、広域行政による共同設置を検討します。

事　　業　　概　　要

1-02-05-102（産業振興課）

　市内在住勤労者を対象に豊かな暮らしと生活の安定を
図るため、耐久消費財の購入などの、生活資金を低利で
融資する「生活資金融資制度」を実施します。
　また、勤労者の住宅取得を促進するために、自己居住
用住宅の新築・増改築・購入を目的として中央労働金庫
より融資を受けたとき、借り入れに伴う償還利子の一部
を補給する「住宅資金利子補給制度」を実施します。
　さらには、大学等に就学又は就学予定の子を持つ勤労
者等に対して、教育費の負担を軽減するため、教育資金
融資の利子の一部を補給する「教育資金利子補給制度」
を実施します。



活動指標・目標
①指標
　中高年齢者職業
　相談実施日数
②目標
　２３５日(19年度)
③実施
　２３５日(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　国・市

活動指標・目標
①指標
　若年者就業支援
　研修会開催回数
②目標
　５回(19年度)
③実施
　５回(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市　

活動指標・目標
①指標
　ＮＰＯ法人設立セ
　ミナー開催回数
②目標
　２回(19年度)
③実施
　なし

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　施策検討会議開催
　回数
②目標
　５回(19年度)
③実施
　５回(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

1-02-05-405（産業振興課）

1-02-05-406（産業振興課）

☆産業の活性化・雇用拡大の推進
（勤労者福祉）

事　業　名

☆ＮＰＯ法人設立セミナーの開催

事　業　名

1-02-05-40７（産業振興課）

事　業　名

★中高年齢者就業支援事業

1-02-05-402（産業振興課）

事　業　名

☆若年者就業支援事業

事　　業　　概　　要

　ＮＰＯの発展は新しい雇用に結びつくものであり、Ｎ
ＰＯ法人はこれからの雇用創出の受け皿となっていくこ
とから、ＮＰＯ法人格を取得するためのセミナー等を開
催します。

◇ＮＰＯ法人設立セミナー（法人化の意味、メリット・
デメリット、認証・登記申請手続きの概要、ＮＰＯ法人
の会計と税務など）
◇ＮＰＯ法人設立相談の実施

事　　業　　概　　要

　平成１５年に設置された「産業の活性化及び雇用の拡
大に関する施策検討会議」を引き続き開催し、産業の活
性化及び雇用の拡大に関する具体的施策を関係機関と協
議・検討するとともに、実施すべきと判断した施策につ
いては、優先度、事業費、効果などを勘案し事業化しま
す。

事　　業　　概　　要

　厳しい雇用状況下にある中高年齢者の再就職を促進す
るため、ワークセミナーや就業支援講習会などを実施し
雇用機会に対応できる人材の育成を図ります。また、平
成１７年度には、勤労市民会館内の高年齢者職業相談室
にハローワークとネットワークでつながれた求人検索が
できる端末機を設置するとともに、現在実施している高
年齢者のための就職相談について職業相談員を増員し、
高年齢者のための職業相談・職業紹介機能を充実してい
きます。
◇再就職支援研修会
◇高年齢者のための就職相談・職業紹介

　失業率が高い水準にある若年者への就業支援のため
に、若年者就業支援研修会を開催し、研修受講者に対し
ては個別相談に応じ、就職の支援をいたします。また、
平成１７年度には、勤労市民会館内の高年齢職業相談室
にハローワークとネットワークでつながれた求人検索が
できる端末機を設置し、雇用情報の迅速な提供につとめ
ます。さらに、就職・再就職希望者の活動を支援するた
め、求人企業による合同説明会を開催します。
◇若年者就業支援研修会
◇若年者のための就業相談・職業相談
◇求人企業合同説明会

事　　業　　概　　要



４－（３）　定例的・定型的業務

主たる担当課

産業振興課

産業振興課

産業振興課

産業振興課

産業振興課

文化・レクリエーション活動の開
催
             (1-02-05-103)

講座・セミナーの開催
(1-02-05-104)

業務名（事業名コード）

雇用情報ネットワークサービスの
充実
             (1-02-05-401)

勤労者福祉施設の充実
(1-02-05-201)

　勤労者の福祉の充実と文化の振興を図るとともに多く
の市民の集いと交流の場として、勤労市民会館の活発な
利用を促進します。

　ハローワークシステム（求人自己検索機）を勤労市民
会館内に設置し、高齢者にかかわる情報ばかりでなく、
若年者を含めた情報が提供できるように関係機関との調
整を図ります。

労働相談事業の充実
(1-02-05-301)

　勤労市民の社会的地位の向上と意識の高揚のため、講
座やセミナー（労働講座・女性セミナー・技能講座）を
開催します。

　労働関係機関が行っている各種相談の窓口と連携し、
より一層の相談事業の充実につとめます。

概　　要

　行政・労働団体が共催し労働祭を開催するとともに、
障害者の社会参加の場を提供するため、競技種目を卓球
と定め、その卓球競技を通じ障害者の交流を図ります。



第３節　清潔で安全を守るまちづくり

３-１　快適環境

１　目　　 　　標

２　施策の方向

（１）地球環境への配慮
（２）環境意識の高揚
（３）環境美化の推進
（４）公害防止対策の充実
（５）不法投棄の防止
（６）監視・指導体制の強化

３　計画事業

活動指標・目標
①指標
　低公害車導入台数
　　(公用車)
②目標
　１４８台
　(～19年度末)
③実績
　１２２台
　(～16年度末)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市・民間

活動指標・目標
①指標
　クリーンエネルギ
　ービジョン策定年
　度
②目標
　平成１９年度
③実績
　　なし

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

●日常生活で発生する都市型公害の防止を図り、エネルギーや水・資源の
効率的利用を促進し、環境負荷の少ない持続的発展が可能な社会を構築し
ます。
●美化意識の向上と環境美化活動の推進を図り、清潔で美しい生活環境を
確保します。
●廃棄物の不法投棄や公害、化学物質などの監視体制と指導体制の強化に
つとめ、市民の安全と快適な市民生活を守ります。

快適環境

事　業　名

1-03-01-101（環境政策課）

1-03-01-103（環境政策課）

★クリーンエネルギービジョンの
策定

低公害車の導入促進

事　　業　　概　　要

　二酸化窒素等の大気汚染物質、また地球温暖化に影響
を及ぼす主要物質である二酸化炭素の発生源となる自動
車からの汚染物質等の排出削減対策として、市が積極的
に低公害車を導入するとともに市民、事業者が利用を促
進するための啓発・指導、利用促進に資する誘導手法の
検討を行います。

事　　業　　概　　要

　まちづくりを進める上で、太陽光、風力をはじめとす
る地域資源の有効活用を検討するとともに、エネルギー
利用の効率化、省エネルギーの推進、環境保全等を視野
に入れた新エネルギー導入のガイドラインとしてビジョ
ンを策定します。

事　業　名



活動指標・目標
①指標
　ＥＳＣＯ事業実施
　計画策定年度
②目標
　平成１８年度
③実績
　　なし

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

　 活動指標・目標
①指標
　職員研修開催回数
②目標
　５回(19年度)
③実績
　延べ１８回
　(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　合併処理浄化槽設
　置(助成)戸数
②目標
　７５３基
　(～19年度末)
③実績
　５８２基
　(～16年度末)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　民間

　

４－（２）　第４次実施計画に向けた研究・検討事項

主たる担当課

環境政策課

環境政策課

　本市の望ましい環境のあり方、守るべき環境の側面、
懸念される開発事業等の洗い出し、また本制度に係る市
民参加のあり方を考慮しながら、本市の特性を踏まえた
制度の設計を検討します。

概　　要

事　業　名

1-03-01-401（下水道総務課）

環境影響評価制度の調査研究
(1-03-01-201)

研究・検討事項（事業名コード）

合併処理浄化槽の設置
＜ハード事業＞

自然エネルギーの利用促進
(1-03-01-102)

　省エネルギーの推進として、省エネルギー対策を進め
るほか、自然エネルギーの利用として、公共施設への太
陽光発電設備、ソーラーシステムの導入を図るととも
に、一般住宅や民間施設における太陽光発電設備等に関
する情報提供等により導入の促進につとめます。
　また、自然エネルギー導入に向けた情報提供を行うほ
か、導入に資する誘導手法の検討を行います。

　生活系排水による公共用水域の水質汚濁の防止及び生
活環境の悪化を防止するため、市街化調整区域での合併
処理浄化槽の設置を推進し、補助金交付を行います。

☆ＥＳＣＯ事業の導入

事　業　名

★ＩＳＯ１４００１の推進

事　業　名

1-03-01-104（環境政策課）

事　　業　　概　　要

1-03-01-203（環境政策課）

　環境基本条例の基本理念や環境基本計画に掲げられた
目標を実現し、地球環境を保全するため、市は環境マネ
ジメントシステムにより一消費者、一事業者として率先
して環境負荷の少ない事務事業や環境に配慮した公共事
業の実施につとめます。

事　　業　　概　　要

　地球温暖化防止のための省エネルギー行動の一つとし
て、ソフト面で「環境に配慮した茅ヶ崎市庁内率先行動
計画」に取り組んできました。ハード面で公共施設（本
庁舎・分庁舎など）の省エネルギー対策として、ＥＳＣ
Ｏ事業の導入を図ります。

※ＥＳＣＯ事業とはＥｎｅｒｇｙ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｃ
ｏｍｐａｎｙの略称で、工場やビルの省エネルギーに関
する包括的なサービスを提供し、それまでの環境を損な
うことなく省エネルギーを実現し、さらには、その結果
得られる省エネルギー効果を保障する事業

事　　業　　概　　要



４－（３）　定例的・定型的業務

主たる担当課

環境政策課

環境保全課

収集事務所

環境保全課

概　　要

　美化意識の向上と環境美化運動の推進を図るため、美
化推進啓発活動、美化キャンペーン、地域美化活動の支
援を実施します。

業務名（事業名コード）

環境教育・環境学習講座等の開催
(1-03-01-202)

　環境保全の意義や効果を分かりやすく市民に伝え、活
動を広げていくことを目的に環境教育・環境学習講座等
を開催します。

美化運動推進事業
(1-03-01-301)

公害対策事業
(1-03-01-601)

　生活環境の保全と公害防止を推進するため、県や関係
機関との連携を密にし、大気汚染、水質汚濁、騒音など
の監視・指導の強化を図ります。

　昼夜の監視パトロールを実施するほか、警察等関係機
関による情報交換や監視体制の充実、強化を図り、地域
生活環境の保全につとめます。

不法投棄の防止事業
(1-03-01-501)



３-２　廃棄物

１　目　　 　　標

２　施策の方向

（１）ごみの減量化の推進
（２）ごみリサイクルの推進
（３）ごみ収集システムの確立
（４）ごみ処理・処分施設の充実

３　計画事業

活動指標・目標
①指標
　溶融処理量
②目標
　５，３００㌧
　(17～19年度)
③実績
　１，０００㌧
　(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標

①指標
　生排出抑制・資
　源化率
②目標
　２４％
　(～19年度末)
③実績
　２１％
　(～16年度末)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市1-03-02-202（ごみ対策課）

事　　業　　概　　要

　廃棄物処理法基本方針では再生利用量の増加及び最終
処分量の減が目標となっています。
　一般廃棄物の焼却時に発生する焼却灰等については、
電気溶融等によるスラグ処理の安全性とスラグの用途先
の活用について基礎試験を実施してきましたが、平成１
４年７月に経済産業省において「溶融スラグ骨材」に関
するＴＲ（標準情報）が公表され、ＪＩＳ規格化も明示
されました。
　今後につきましては、焼却灰等の有効利用を推進し資
源循環型社会を形成していきます。

事　業　名

1-03-02-201（清掃事業所）

事　業　名

☆有機性廃棄物の再資源化事業

●市民、事業者、行政の連携により、適正なごみ処理の仕組みづくりを進
め、資源循環型社会を構築します。

廃棄物

焼却灰等有効利用事業

事　　業　　概　　要

　一般廃棄物（ごみ）処理基本計画に基づき、剪定枝、
食品残さ及び廃食用油の燃料化等の調査・研究を行い、
ごみの減量化・資源化を推進します。



活動指標・目標

①指標
　じんかい収集車整
　備台数
②目標
　１３台
　(17～19年度)
③実績
　８台(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

　

４－（２）　第４次実施計画に向けた研究・検討事項

主たる担当課

ごみ対策課

ごみ対策課

収集事務所

ごみ対策課

４－（３）　定例的・定型的業務

主たる担当課

ごみ対策課

業務名（事業名コード）

　茅ヶ崎市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画及び容器包
装リサイクル法に基づき、分別収集計画を策定し、ごみ
の減量化と資源化を推進します。

概　　要

　神奈川県ごみ処理広域化計画に基づき、湘南東ブロッ
ク（茅ヶ崎市・藤沢市・寒川町）におけるごみの収集体
制、分別方法、減量化・資源化の方策、施設整備等広域
的なごみ処理について調査研究を行い、ごみ処理広域化
実施計画を策定します。

事　　業　　概　　要

　収集ルートの見直しや低公害車の導入を推進し、円滑
な収集運搬を推進するため、分別収集に対応した収集車
の整備拡充を図ります。

★広域的ごみ処理システムの調査
研究
             (1-03-02-403)

　生ごみ処理容器を設置する家庭に対して助成するとと
もに、家庭用電動式生ごみ処理機の購入費の一部を補助
し、生ごみの排出抑制並びに減量化・資源化を推進しま
す。

　集積場所について、市民と行政が一体となり、収集運
搬と利用世帯数に応じた設置の適正化を図ります。

生ごみ処理機購入補助事業
(1-03-02-102)

☆集積場所の適正化
(1-03-02-302)

分別収集計画の見直し
(1-03-02-301)

1-03-02-303（収集事務所）

☆じんかい収集車の整備拡充
＜ハード事業＞

概　　要

　ごみの減量化並びに排出抑制の動機付けとして適切に
機能し、排出者相互の負担の公平さを確保し、かつ排出
者からの排出量に応じた手数料等の徴収を実施すること
により、ごみの排出抑制・資源化をさらに推進するため
ごみの有料化を検討します。

ごみの有料化の検討
(1-03-02-101)

研究・検討事項（事業名コード）

事　業　名



３-３　交通安全・防犯

１　目　　 　　標

２　施策の方向

（１）交通安全意識の向上
（２）交通安全環境の整備
（３）自転車の放置防止
（４）防犯活動の充実

３　計画事業

活動指標・目標
①指標
　道路反射鏡設置か
　所数
②目標
　１１４か所
　(17～19年度)
③実績
　５５か所(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　道路改良整備延長
②目標
　３８０㍍
　(～19年度末)
③実績
　なし

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

●生涯にわたる交通安全教育を進め、交通安全対策の充実と安全で円滑な
交通環境の確保につとめ、市民の安全と快適な市民生活を守ります。
●市民と地域、行政が連携した地域総ぐるみの防犯活動を推進し、地域の
活動を通じて犯罪の未然防止につとめ、犯罪のない明るいまちをつくりま
す。

交通安全
防　犯

事　業　名

事　業　名

交通安全対策事業
＜ハード事業＞

1-03-03-201（道路管理課）

事　　業　　概　　要

　幅員の狭い道路が多く見通しの悪い箇所等では、事故
原因の一つとなっております。このため歩行者や車両等
の安全を確保するため照明灯・反射鏡・標示・交差点鋲
等を設置します。

事　　業　　概　　要

1-03-03-203（道路管理課）

　本事業は，全国の市街地において、通過車両が生活道
路に流入するなどして、事故発生割合が高い概ね１平方
キロメートル四方のエリア約１，０００地区を選定し、
エリア内の歩行者・自転車及び車両等の事故の減少を図
るため、交通安全施設等を整備し、また、交差点部や横
断歩道部における段差等の解消並びに歩車道の区分を明
確にすることにより区域内の安全性、快適性及び利便性
の向上を図るものです。重点計画において、平成１９年
度までに、この様な事業を実施することにより、エリア
内では、警察と道路管理者が死傷事故件数を約２割抑
止、歩行者・自転車の死傷事故件数を約３割抑止するこ
とを目標とします。本市では、エリア指定された茅ヶ崎
駅周辺の約１．３平方キロメートルの地区を各道路管理
者が整備し交通の安全性の向上を図ります。
　特定交通安全施設等整備事業　（実施期間　平成１５
年度～平成１９年度）

☆あんしん歩行エリア整備事業
＜ハード事業＞



活動指標・目標
①指標
　自転車駐車場整備
　年度
②目標
　平成１９年度
③実績
　なし

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　自転車駐車可能
　(助成)台数
②目標値
　３００台
　(17～19年度)
③実績
　１００台

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　民間

４－（１）　国・県等関係機関に対して要望・要請を行う事項

主たる担当課

企画調整課

４－（３）　定例的・定型的業務

主たる担当課

安全対策課

安全対策課

安全対策課

安全対策課
防犯灯維持管理事業
(1-03-03-401)

　自治会からの要望により、防犯灯の計画的な設置と、
既設防犯灯の老朽化に伴い、倒壊の危険性が大きいもの
を計画的に建て替えます。

　啓発員による指導及び自転車の移動と整理を行いま
す。放置自転車対策に係る経費の一部を、自転車を放置
した人から徴収する有料化の検討を行います。

放置自転車対策事業
(1-03-03-304)

　民営の自転車駐車場の整備に要する経費の軽減を図
り、茅ヶ崎駅南口及び辻堂駅西口南側周辺等における放
置自転車の放置を防止するため、建設費に対して助成し
ます。

◇現在値　民間自転車駐車場数７箇所
　　　　　自転車駐車可能台数　　３，５１７台
　　　　　公営自転車駐車場数８箇所
　　　　　自転車駐車可能台数　１１，２２３台
　　　　　※原付バイク含む

事　業　名

　茅ヶ崎市違法駐車等防止条例に基づき、啓発員による
啓発活動を行い、茅ヶ崎駅北口周辺の違法駐車・迷惑駐
車車両を減少させ、交通安全を推進します。

事　業　名

1-03-03-301（安全対策課）

☆駅周辺部への自転車駐車場の整
備
　　　　＜ハード事業＞

1-03-03-302（安全対策課）

民間自転車駐車場施設への助成
　＜ハード事業＞

概　　要

　香川駅周辺地区都市整備計画及び、香川・下寺尾特定
土地区画整理事業の整備と並行し、香川臨時自転車置場
の民有地の購入等により、自転車駐車場及び放置自転車
保管場所を整備します。

事　　業　　概　　要

事　　業　　概　　要

要望・要請事項（事業名コード）

交番の設置要請
(1-03-03-402)

違法駐車防止対策事業
(1-03-03-202)

　交通安全意識の啓発を図るため、市民総ぐるみの運動
を展開するとともに、交通安全教育を推進します。

交通安全意識の向上
(1-03-03-101)

概　　要

　都市化の進展による交通事故、犯罪の増加に対する社
会的な諸施策を講じ、社会秩序の維持、徹底のために、
地域の実情に応じた防犯等の拠点となる交番の設置を要
望します。

◇新設交番の設置要望　香川地区、鶴嶺西地区、松林地
区
◇駐在所の交番への転換要望　小出駐在所

業務名（事業名コード）



３-４　防災・消防

１　目　　 　　標

２　施策の方向

（１）防災知識の普及
（２）防災対策の充実
（３）危険箇所の解消
（４）消防力の充実
（５）救急・救助体制の充実

３　計画事業

活動指標・目標
①指標
　受信モニタ端末設
　置か所数
②目標
　２００か所
　(17～19年度末)
③実績
　なし
　（第３次実施計画
　　より文字情報伝
　　達に切換）

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　デジタル化更新局
　数
②目標
　３１か所
　(～17年度末)
　完了
　（１１０か所）
③実績
　７９か所
　(～16年度末)

事業実施年度 １７年度   事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　乾燥米飯備蓄数
②目標
　５０，０００食分
　(～19年度末)
③実績
　３５，０００食分
　(～16年度末)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

事　業　名

防災行政用無線整備事業
＜ハード事業＞

事　業　名

1-03-04-202（防災対策課）

1-03-04-203（防災対策課）

事　　業　　概　　要

　自主防災会、市内小・中学校、公共施設などに防災行
政用戸別受信機を設置しています。現在の音声情報では
「聞き取りにくさ」「聞き逃し」などがあるため、カ
ラー液晶画面端末機での文字情報伝達にすることによ
り、確実な情報を提供します。

事　業　名

★自然災害回避情報の提供・周知

●あらゆる災害から市民の生命、身体、財産を守り、防災・消防・救急体
制の充実強化につとめます。

防災資機材整備事業
＜ハード事業＞

　東海地震に係る地震防災対策強化地域に指定されて以
来、防災資機材、生活用品、食料等の備蓄整備をしてい
ます。また、神奈川県が県内に影響を及ぼす地震災害推
定の見直しを実施し、被害の拡大が想定されたため、備
蓄計画の見直しを図り、平成１７年度までに防災備蓄計
画の策定を行います。

事　　業　　概　　要

　茅ヶ崎市地域防災計画に基づき、既設無線装置の更新
による機能向上を図ります。

事　　業　　概　　要

防災・消防

1-03-04-102（防災対策課）



活動指標・目標
①指標
　危険ブロック塀
　等改善工事施工
　済み箇所の延長
②目標
　４５０㍍
　(17～19年度)
③実績
　８１㍍(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　防火水槽設置か所
　数
②目標
　１７０か所
　(～19年度末）
③実績
　１６８（公設）
　か所(16年度末）

事業実施年度 １７年度   事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　消火栓設置か所数
②目標
　２，２８４か所
　(～19年度末）
③実績
　２，２７２か所
　（公設）
　(～16年度末）

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　老朽化及びＮＯｘ
　・ＰＭ法対象車両
　更新台数
②目標
　１２台
　(17～19年度）
③実績
　なし

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　自動体外式除細動
　器設置か所数
②目標
　４５か所
　(～19年度末）
③実績
　なし

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

危険ブロック改善への助成
＜ハード事業＞

事　業　名

　老朽化した車両及び自動車から排出される窒素酸化物
及び粒子状物質の特定地域における総量の削減に関する
特別措置法（ＮＯｘ・ＰＭ法）の規制を受ける車両を更
新します。
　また、救急救命士の養成に併せて高規格救急自動車の
配備を進めていますが、既に配備されている車両は老朽
化しているため計画的に更新します。

1-03-04-402（消防総務課）

1-03-04-403（消防総務課）

消防ポンプ自動車等整備事業
＜ハード事業＞

事　業　名 事　　業　　概　　要

 
自動体外式除細動器（ＡＥＤ）普
及事業
　　　　＜ハード事業＞

　市民の心疾患等による救命率の向上を図るため、公共
施設等の不特定の方が出入りする施設に自動体外式除細
動器（ＡＥＤ）を設置して、救急自動車が到着するまで
の空白時間を少なくし、救急救命処置体制の充実に寄与
します。

1-03-04-503（消防総務課）

　大規模地震対策特別措置法の施行により地震防災対策
強化地域に指定されていることから、震災時の消火用水
及び生活用水の確保のため、計画的に避難所及び防災拠
点とされている各小中学校、公園及び公民館等の公共用
地に４０立方メ－トル以上の耐震性貯水槽を設置しま
す。

事　　業　　概　　要

　消防水利の充実強化につとめ、迅速な消火活動を行う
ため、消火栓を計画的に設置します。

事　　業　　概　　要

事　　業　　概　　要
　「茅ヶ崎市生け垣の奨励及び危険ブロック塀等解消の促進に
関する要綱」に基づき危険ブロック塀等の撤去・補強、全面改
修を行う場合にその費用の一部を助成します。

◇助成率　工事費標準額の１５％
　　　　　狭あい道路の場合は、工事費標準額の３．７５％

事　　業　　概　　要

1-03-04-301（建築指導課）

1-03-04-401（消防総務課）

防火水槽設置事業
＜ハード事業＞

事　業　名

事　業　名

消火栓設置事業
＜ハード事業＞

事　業　名



４－（３）　定例的・定型的業務

主たる担当課

防災対策課

防災対策課

防災対策課

防災研修会の実施
(1-03-04-101)

　自治会単位で組織されている自主防災組織の指導・育
成のため、防災研修会を実施します。

地域防災リーダーの養成
(1-03-04-205)

　東海地震や南関東地震の発生が予測されているため、
被災時の自主防災組織の活動が円滑に行われるよう、防
災リーダーの確立を図ります。

自主防災組織の強化・充実
(1-03-04-206)

　東海地震や南関東地震の発生が予測されているため、
被災時の自主的な活動を行う自主防災組織の強化・充実
を図ります。

概　　要業務名（事業名コード）



３-５　消費生活

１　目　　 　　標

２　施策の方向

（１）消費活動の支援
（２）消費者の保護

３　計画事業

活動指標・目標
①指標
　消費生活センター
　の設置年度
②目標
　平成１７年度
③実績
　なし

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

４－（３）　定例的・定型的業務

主たる担当課

広報広聴課

広報広聴課

広報広聴課

広報広聴課

　消費生活モニターからの消費生活に関しての意見や要
望等を聴取し、市民の消費生活の保護や安定のための施
策に反映します。

　消費生活に関する様々な情報を提供し、消費者意識の
醸成と啓発につとめ、消費者被害の未然防止を図りま
す。

　市民の消費生活に対する意識の向上と知識の普及を図
ることを目的に、消費生活関連団体等の協力を得なが
ら、消費生活展を開催します。

　商品に関する苦情や契約に関するトラブル等の問題の
解決を図るため、消費生活相談員を配置し、市民の安心
で安全な生活の確保を図ります。また、相談体制の整備
を進めるなかで、日常生活の延長上で気軽に利用できる
「消費生活センター」を設置します。

情報提供の充実
(1-03-05-102)

消費生活展の開催
(1-03-05-103)

モニター制度の活用
(1-03-05-104)

●情報提供や商品知識の普及、相談体制の充実につとめ、市民の消費生活
の安心と安定を確保します。

概　　要

　消費生活に関連のある時流をテーマに、理論や実践的
学習を通して消費者知識の普及や意識を高めるため、消
費者を対象に講座を開催します。

暮らしの講座開催
(1-03-05-101)

消費生活

業務名（事業名コード）

事　業　名

1-03-05-201（広報広聴課）

★消費生活相談体制の充実

事　　業　　概　　要



うるおいのあるまち

自然と都市機能が調和した

第 ２ 章



第１節　利便性の高い都市基盤づくり

１-2　市街地

１　目　　 　　標

２　施策の方向

（１）秩序ある市街地形成
（２）計画的な市街地整備
（３）中心市街地の整備
（４）防災まちづくりの推進
（５）人にやさしいまちづくりの推進

３　計画事業

活動指標・目標
①指標
　基礎調査実施年度
②目標
　平成１９年度
③実績
　　なし

事業実施年度  １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　都市計画基本図作
　成年度
②目標
　平成１７年度
③実績
　　なし

事業実施年度 １７年度   事業主体　市

活動指標・目標

①指標
　庁内外調整会議等
　開催回数
②目標
　６０回
　（17～19年度）
③実績
　２１回（16年度）

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市・民間

●市民が安全で安心できる利便性の高いまちをつくります。
●市の顔となる中心市街地の活性化を進めます。

事　業　名

事　業　名

☆都市計画基本図作成事業

☆都市計画基礎調査事業

☆浜見平地区拠点整備事業
＜ハード事業＞

事　　業　　概　　要

　都市計画法第６条に規定されている調査で、都市の現
況及び都市化の動向について調査、解析作業を行い、都
市の変遷や地域ごとの特性や課題を整理します。

事　　業　　概　　要

　独立行政法人　都市再生機構による浜見平団地の良好
な建替事業に伴い、本地区を市南西部地域における生
活・防災拠点とするため、良好な都市空間の確保と住環
境の整備、公共公益施設整備を一体的に推進し、快適で
安全・安心な地域の拠点づくりを行います。

2-01-02-103（都市計画課）

2-01-02-104（都市計画課）

事　　業　　概　　要

　都市計画基礎調査の前年に航空測量に基づく、都市計
画基本図の修正を行います。

◇縮尺２５００分の１平面図

市街地

2-01-02-105（都市政策課）

事　業　名



活動指標・目標

①指標
　庁内外調整会議等
　開催回数
②目標
　２７回
　（17～19年度）
③実績
　　なし

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　優良建築物整備
　(助成)事業数
②目標
　１件(17～19年度)
③実績
　なし

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　民間

活動指標・目標
①指標
　都市計画区域変更
　年度
②目標
　平成１９年度
③実績
　なし

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　土地区画整理事業
　完了年度
②目標
　平成１８年度
③実績
　なし

事業実施年度 １７年度 １８年度  事業主体　民間

活動指標・目標
①指標
　まちづくり整備計
　画策定年度
②目標
　平成１８年度
③実績
　　なし

事業実施年度 １７年度 １８年度  事業主体　市・民間

活動指標・目標
①指標
　庁内外調整会議等
　開催回数
②目標
　６０回
　(17～19年度)
③実績
　２４回(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

事　　業　　概　　要

   活力と賑わいを創出する地区拠点として位置づけてい
る辻堂駅西口周辺におけるまちづくりの方針を示した
「まちづくり基本計画」に基づき、藤沢市や関係機関等
と調整を図りながら、段階的に整備を進めます。

事　　業　　概　　要

　都市計画法第７条に基づき、人口及び産業の将来の見
直し等を勘案して、計画的に市街化を図るべき区域と市
街化と市街化を抑制すべき区域を定めます。

事　　業　　概　　要

　優良宅地の供給のため、計画的に公共施設の整備改善
と機能的な住環境の確保により安全で健康的な暮らしの
場の提供を目的として、技術的支援を推進します。

事　　業　　概　　要

　本市の都市マスタープランは、平成９年に策定され７
年を経過しますが、この間の社会経済情勢等の変化に伴
う、都市計画の諸問題に的確に対応するため見直しを行
い、茅ヶ崎の新たな都市の将来像を考えていきます。

事　　業　　概　　要

　茅ヶ崎駅周辺市街地における土地の集約化、建物の共
同化及び街区の整備等を伴う民間再開発事業へ助成を行
います。

◇国・県・市の間接補助事業

事　業　名

事　　業　　概　　要

　香川駅周辺地区まちづくり基本計画に基づく整備計画
を策定し、中・長期的な整備を推進します。

★香川駅周辺の整備

☆都市マスタープランの見直し事
業

事　業　名

☆市街化・市街化調整区域の見直
し

事　業　名

香川・下寺尾特定土地区画整理事
業
　　　　 ＜ハード事業＞

事　業　名

2-01-02-106（都市政策課）

2-01-02-107（都市整備課）

事　業　名

事　業　名

☆優良建築物整備事業等補助金
＜ハード事業＞

2-01-02-201（都市整備課）

2-01-02-108（都市計画課）

2-01-02-202（都市整備課）

★辻堂駅西口周辺整備事業

2-01-02-205（都市政策課）



活動指標・目標
①指標
　特別用途地区指定
　面積
②目標
　約３㌶
　(～19年度末)
③実績
　なし

事業実施年度 １７年度 １８年度  事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　茅ヶ崎駅構内エレ
　ベーター設置(助
　成)機数
②目標
　３機(17～19年度)
③実績
　なし

事業実施年度 １７年度   事業主体　民間

４－（２）　第４次実施計画に向けた研究・検討事項

主たる担当課

都市政策課

４－（３）　定例的・定型的業務

主たる主管課

都市整備課

都市政策課

事　　業　　概　　要

　漁港周辺地区の自然環境及び景観等を保全し、海と関
わりのある土地利用を推進します。

◇国道１３４号以南の漁港周辺地区（第一種住居地域）
において特別用途地区の指定を行い、環境の保全と漁
業、観光の振興を図ります。
◇平成１７・１８年度、国道１３４号以南の漁港周辺地
区約３ｈａに特別用途地区の指定及び景観に関する検討
を行い、都市計画案を作成し、法定手続きを経て都市計
画決定を行います。

　防災性の高い、安全で快適な市街地環境の創出を図る
ため、住環境整備事業を活用し、建築物の共同化・不燃
化を促進するとともに、公共空地の確保を図ります。

概　　要

　すべての人々が、公共交通機関を利用し、利便性や安
全性の向上の促進を図り、福祉の増進に資するための施
設や道路等の整備を促進することにより、人にやさしい
まちづくりを推進し、総合交通プランに交通バリアフ
リーに関する基本的な考え方が位置づけられたのを基
に、バリアフリー法に基づく、基本構想の策定に向けた
検討を行います。

業務名（事業名コード）

地区計画の推進
(2-01-02-101)

人にやさしいまちづくり推進事業
            (2-01-02-501)

事　業　名

事　業　名

研究・検討事項（事業名コード） 概　　要

事　　業　　概　　要

　茅ヶ崎駅構内のバリアフリー化のため、各ホームへの
エレベーターの設置を助成します。

特別用途地区の指定事業

☆ＪＲ茅ヶ崎駅ホームエレベー
ター設置事業
　　　　＜ハード事業＞

2-01-02-502（都市政策課）

住環境整備事業
(2-01-02-401)

　地区レベルのまちづくりに有効な地区計画を進めるた
め、制度の普及を行うとともに、市街地整備が必要な地
区について、積極的に地区計画制度の導入を図ります。

2-01-02-206（都市計画課）



１-3　道路・橋りょう

１　目　　 　　標

２　施策の方向

（１）広域的幹線道路の整備
（２）幹線道路の整備
（３）道路環境の整備
（４）橋りょうの整備

３　計画事業

活動指標・目標
①指標
　道路整備延長・
　用地買収面積
②目標
　香川地区３４７㍍
　高田地区９７㎡
　(17～19年度)
③実績
　香川地区
　１３７．２㍍
　高田地区
　なし
　(～16年度末)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　道路用地買収面積
②目標
　２，５４５．27㎡
　(17～19年度)
③実績
　６，７６８．58㎡
　(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

2-01-03-201（道路建設課）

事　業　名

新国道線街路整備事業
＜ハード事業＞

事　　業　　概　　要

　東海岸寒川線の香川地区の整備については、松風台団
地から香川・下寺尾特定土地区画整理事業区域を経て主
要地方道藤沢平塚線までの路線のうち、未整備区間のな
かの延長４８４ｍを道路幅員１２ｍに整備することによ
り地域拠点へのアクセス強化を図ります。
　また、高田地区の県道遠藤茅ヶ崎線から鶴が台団地ま
での未整備区間３４０ｍについても、平成１８年度より
街路整備の築造に係る用地買収及び補償と工事を実施し
ます。

◇整備延長Ｌ＝４８４．２ｍ　幅員Ｗ＝１２ｍ（香川地
区）
◇整備延長Ｌ＝３４０．０ｍ　幅員Ｗ＝１６ｍ（高田地
区）

　都市計画道路新国道線は、本市、市街化区域中央部を
東西に貫通する主要幹線で、ＪＲ相模線との立体交差部
を含む、都市計画道路東海岸寒川線から主要地方道丸
子・中山・茅ヶ崎線間の延長約９００ｍ区間を、平成１
２年度に事業認可を取得し、茅ヶ崎駅周辺の道路混雑の
緩和、ＪＲ相模線による地域分断の解消、中心市街地の
防災性向上等を目的とするものです。
　また、事業認可区域外ではありますが、浜之郷地区を
整備することにより、主要地方道丸子・中山・茅ヶ崎線
より西側市道５０５５号線（浜之郷１１６２－１８ＴＢ
Ｓ団地東側道路）まで、暫定的ではありますが約９００
ｍ接続され、通行可能となり交通の利便性及び歩行者等
の安全が図られるものです。

事　　業　　概　　要

2-01-03-203（道路建設課）

●道路・橋りょうを整備し、都市機能の充実を図り、安全で円滑な交通を
確保します。

道　路
橋りょう

事　業　名

東海岸寒川線道路改良事業
＜ハード事業＞



活動指標・目標
①指標
　まちづくり市民会
　議等開催回数
②目標
　２１回
　(17～19年度)
③実績
　　なし

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　県・市

活動指標・目標
①指標
　交差点改良工事完
　了年度
②目標
　平成１７年度
③実績
　　なし

事業実施年度 １７年度   事業主体　県

活動指標・目標

①指標
　道路用地買収面積
②目標
　３０３．７㎡
　(17～19年度)
③実績
　３，２６２．18㎡
　(～16年度末)

2-01-03-30１（道路建設課） 事業実施年度 １７年度  １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　道路整備延長
②目標
　８４．３㍍
　(17～19年度)
③実績
　１２９．５㍍
　(～16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度  事業主体　市

　本路線は、茅ヶ崎駅南口から茅ヶ崎ツインウェイヴに
至る延長約２１３．８ｍ、現況幅員５．５ｍの道路を１
３．５ｍ（（３．５ｍ～５ｍ）×２の歩道）に拡幅し、
コミュニティ道路（歩車共存道路）として整備するた
め、平成４年度より整備に着手しました。
　現在は、共恵一丁目地内６．５ｈａをコミュニティ・
ゾーン形成事業として区域内の整備も併せて事業を推進
しています。また、平成１２年度から電線類地中化事業
（Ｃ．Ｃ．ＢＯＸ）により無電柱化による都市景観整備
を進めており、完了年度は、平成１７年度を予定してい
ます。
・整備内容　延長　約２１３．８ｍ　幅員　１３．５ｍ
（歩道（３．５ｍ～５．０ｍ）×２含む）

　本路線は、ＪＲ辻堂駅西口から都市計画道路辻堂赤羽
根線を経て、新湘南バイパス側道から主要地方道藤沢・
平塚線へのアクセス道路として位置づけられています。
　当面の事業計画として、新湘南バイパス側道交差点か
ら北へ延長５２０ｍを計画し、宝積寺交差点以北３５０
ｍは、平成１２年度に着手し平成１４年度完了してお
り、残り南区間の延長１７０ｍを幅員１２ｍの道路とし
て整備を実施するものですが、現況道路は幅員が狭あい
で湾曲しており、見通しも悪く非常に危険なため、学童
並びに歩行者等の安全確保を図るものです。

事　　業　　概　　要

交差点改良事業
〔（仮）柳島東交差点〕

＜ハード事業＞

事　業　名

事　業　名

市道０２０３号線道路改良事業
＜ハード事業＞

2-01-03-302（道路建設課）

2-01-03-208（道路建設課）

事　業　名

　県道茅ヶ崎停車場茅ヶ崎線は、ＪＲ茅ヶ崎駅南口駅前
広場から南進し海岸沿いの国道１３４号に結節する延長
約１．２ｋｍの都市計画道路です。
　本市の都市マスタープランにおいては「なぎさプロム
ナード」としての整備が位置づけられており、駅周辺の
拠点商業・業務ゾーンと茅ヶ崎海岸を結ぶ南北の都市軸
としても位置づけられています。
　なお、平成１３年度に策定した中心市街地活性化基本
計画にも重点路線として位置づけを行い、行政・市民が
一体となったまちづくり協議会を設置し、安全で安心で
きる市民生活に対する沿道地区のまちづくりを推進する
ため具体的な検討を行います。

事　　業　　概　　要

　本事業は、都市計画道路柳島小和田線の全線開通に伴
い、現在、国道１３４号との交差部において同線への流
出のみの交通形態となっているものを、信号機を設置
し、同線との車の流出入を図るなど、交差点改良工事を
実施します。

事　　業　　概　　要

事　　業　　概　　要

上赤羽根堤線道路改良事業
＜ハード事業＞

事　業　名

2-01-03-207（都市政策課）

茅ヶ崎停車場茅ヶ崎線（雄三通
り）の整備促進
　　　　＜ハード事業＞



活動指標・目標
①指標
　道路整備延長
②目標
　１７０㍍
　(17～19年度)
③実績
　６５㍍
　(～16年度末)

事業実施年度 １７年度 １８年度  事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　道路整備延長
②目標
　１４３㍍
　(17～19年度)
③実績
　１，１８６㍍
　(～16年度末)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　道路整備延長
②目標
　５６㍍
　(17～19年度)
③実績
　１㍍
　(～16年度末)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　道路整備延長
②目標
　７６㍍
　(17～19年度)
③実績
　１８０㍍
　(～16年度末)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

　本路線は、北部地区幹線道路の一路線として位置づけ
られ、また、斎場へのアクセス道路として利用し、地域
住民の安全確保及び利便性の向上を図ります。

　本事業計画は、当面、陽ざし野団地から市道０１１４
号線（今宿萩園線）間について幅員１２ｍの道路として
改良整備を実施するものです。Ⅰ期事業にて萩園橋から
浜之郷小学校前の道路改良整備が完了し、現在、Ⅱ期事
業区間である萩園橋から市道０１１４号線間の整備を実
施しています。
　また、残る計画区間である、浜之郷小学校前から陽ざ
し野団地間については、Ⅱ期事業の進ちょく状況を勘案
してⅢ期事業として整備を実施し、交通の利便性及び学
童、歩行者等の安全性の確保を図ります。
Ⅱ期事業　整備延長Ｌ＝２３５．０ｍ　幅員Ｗ＝１２ｍ
（歩道２．５ｍ×２含む）平成１８年度完了を目途

事　　業　　概　　要

事　　業　　概　　要

事　　業　　概　　要

事　　業　　概　　要

　本路線は、北部地区幹線道路の一環として、また、県
立公園の外周道路として位置づけられており、地域住民
の安全性の確保及び利便性の向上を図ります。

　本路線は、北部地域幹線道路の一環として位置づけら
れ、また、斎場へのアクセス道路として利用し地域住民
の安全性の確保及び利便性の向上を図ります。

事　業　名

高田萩園線道路改良事業
＜ハード事業＞

事　業　名

事　業　名

行谷芹沢線道路改良事業
＜ハード事業＞

2-01-03-309（道路建設課）

事　業　名

芹沢小林線道路改良事業
＜ハード事業＞

2-01-03-303（道路建設課）

下寺尾芹沢線道路改良事業
＜ハード事業＞

2-01-03-310（道路建設課）

2-01-03-308（道路建設課）



活動指標・目標
①指標
　道路整備延長
②目標
　市道8570号線
　９１０㍍
　市道8571号線
　７８０㍍
　その他３路線
　１，３１４㍍
　(～19年度末)
③実績
　市道8570号線
　３００㍍
　市道8571号線
　４８０㍍
　その他３路線
　６０３㍍
　(～16年度末)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　道路整備延長
②目標
　６５０㍍
　(～19年度末)
③実績
　４４５㍍
　(～16年度末)

事業実施年度 １７年度   事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　橋りょう整備事業
　進捗率
②目標
　１７％
　（～19年度末）
③実績
　５％
　（～16年度末）

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

　

４－（１）　国・県等関係機関に対して要望・要請を行う事項

主たる担当課

国県事業対策課

事　　業　　概　　要

　本事業は、神奈川県事業である小出川河川改修計画に
伴い、狭小な旧橋りょうを架け替え、歩車道を分離し交
通の利便性及び歩行者等の安全を図り、円滑な通行を確
保するため取付道路を整備します。

◇整備内容
橋　長　　Ｌ＝４４．０ｍ
幅　員　　Ｗ＝１３ｍ（歩道３ｍ×２含む）
取付道路　Ｌ＝２６５ｍ（茅ヶ崎分　８０ｍ）

　本路線は、県立茅ヶ崎里山公園建設に伴い、公園外周
道路の主たる路線として位置づけられ、県立公園の南端
に沿って、芹沢小林線、行谷芹沢線を結ぶ途中、メイン
エントランスと交差する路線です。

　市道８５７０号線、８５７１号線は、県立茅ヶ崎里山
公園外周道路を兼ねて整備する路線であり、他の路線に
ついては起伏に富んだ地域での住民の利便性と安全性を
図るため整備します。

事　　業　　概　　要

事　　業　　概　　要

2-01-03-314（国県事業対策課）

事　業　名

北部地域道路整備事業
＜ハード事業＞

概　　要

　新湘南国道は、藤沢バイパスと西湘バイパスを結ぶ総
延長１５．１ｋｍの新たな東西幹線道路ネットワークを
形成する高架式自動車専用道路です。
　Ⅰ期事業区間の藤沢バイパスから茅ヶ崎西ＩＣ間８．
４ｋｍが昭和６３年３月に、また、Ⅱ期事業区間６．７
ｋｍの内の茅ヶ崎西ＩＣから茅ヶ崎海岸ＩＣ間の１．２
ｋｍが平成７年１２月に供用開始し、残る５．５ｋｍの
整備を行うものです。当面、茅ヶ崎海岸ＩＣから相模川
渡河部分を含む平塚ＩＣ（仮称）までの整備を急務とし
ています。

新湘南国道（Ⅱ期）の整備促進
＜ハード事業＞

(2-01-03-101)

2-01-03-313（国県事業対策課）

芹沢中ノ谷線道路整備事業
＜ハード事業＞

事　業　名

要望・要請事項（事業名コード）

事　業　名

寺尾橋橋りょう整備事業
＜ハード事業＞

2-01-03-402（道路建設課）



主たる担当課

国県事業対策課

国県事業対策課

国県事業対策課

国県事業対策課

都市政策課

　市内における慢性的な交通渋滞が発生するなか、これ
らの改善を図るため東海岸寒川線（茅ヶ崎辻堂線以南）
と同様に、都市計画道路中海岸寒川線を主要地方道路と
して位置づけ整備促進を県に要望していきます。

　県道丸子中山茅ヶ崎線の茅ヶ崎市域区間は、国道１号
から県道伊勢原藤沢線までの約２．３ｋｍです。
　新湘南国道・藤沢大磯線・さがみ縦貫道路等の整備完
成に伴う交通需要の対応と茅ヶ崎駅を中心とした市街地
発展による交通量の増加を原因とする国道１号の交通渋
滞緩和を図るために、西久保から円蔵区間の約１．２ｋ
ｍを幅員２０ｍに拡幅する道路改良事業として整備が進
められています。

　さがみ縦貫道路は、首都圏中央連絡自動車道の神奈川
県内の茅ヶ崎市西久保から城山町川尻区間の約３４ｋｍ
に計画された高規格幹線道路で、首都圏の交通混雑解消
のための道路整備の中核を成す３環状９放射ネットワー
ク構想の一翼を担う圏央道の一部として位置づけられ、
茅ヶ崎市域については、西久保ＪＣの橋脚工事等が順次
行われています。

丸子中山茅ヶ崎線の整備促進
＜ハード事業＞

(2-01-03-105)

中海岸寒川線の整備促進
＜ハード事業＞

(2-01-03-205)

藤沢大磯線の整備促進
＜ハード事業＞

(2-01-03-103)

国道１３４号の拡幅整備促進
＜ハード事業＞

(2-01-03-104)

　国道１３４号の４車線拡幅事業は、慢性的な交通渋滞
の解消と歩行者を含めた、安全で円滑な交通を確保する
ため、湘南海岸にふさわしい道路として、車道の４車線
化と歩道の整備を実施しています。
　特に湘南大橋（増２車線）については、新湘南国道
（Ⅱ期事業）と併せた整備を急務としています。

　藤沢大磯線は、藤沢市境から寒川町田端区間約６．５
ｋｍの藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町・平塚市を東西に結ぶ
都市計画道路です。
　現在、神奈川県において県道丸子中山茅ヶ崎線以西西
久保から県道相模原茅ヶ崎線までの区間約１．９ｋｍを
小出川新橋りょうを含み街路整備事業として、また、県
道丸子中山茅ヶ崎線以東西久保から県道遠藤茅ヶ崎線ま
での区間約１．７ｋｍを現道の県道伊勢原藤沢線の道路
改良事業として整備が進められています。
　工事については、これまでに西久保以西１．９ｋｍ区
間内では小出川新橋が完成し、また、西久保以東１．７
ｋｍ区間内においては、ＪＲ相模線交差部付近の擁壁工
事を含む道路整備工事が進められています。完成予定に
ついては、西久保以西及び以東ともに平成１９年度と
なっています。

さがみ縦貫道路の整備促進
＜ハード事業＞

(2-01-03-102)

要望・要請事項（事業名コード） 概　　要



１-4　交　通

１　目　　 　　標

２　施策の方向

（１）総合交通プランの策定
（２）新たな交通システムの導入
（３）公共交通機関の強化・促進
（４）公共交通施設の整備

３　計画事業

活動指標・目標
①指標
　ちがさき自転車プ
　ラン連絡協議会等
　開催回数
②目標
　９回(17～19年度)
③実績
　４回(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　庁内外調整会議等
　開催回数
②目標
　１５回
　(17～19年度)
③実績
　８回(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　各実行委員会開催
　回数
②目標
　１５回
　(17～19年度)
③実績
　１１回(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市・民間2-01-04-204（都市政策課）

　公共交通や自転車を円滑に利用できるシステムとし
て、公共交通を優先した交通規制方策やバスロケーショ
ンシステム、レンタサイクル、ＩＴを利用したソフト施
策の導入を行います。

2-01-04-102（都市政策課）

2-01-04-103（都市政策課）

事　業　名

☆新たな交通システム推進事業

☆茅ヶ崎市乗合交通整備計画推進
事業

事　業　名

事　　業　　概　　要

事　　業　　概　　要

　市民にとって使いやすい乗合交通を確保するために、
機能サービスの充実を図るとともに利用促進に繋がる関
連施策に一体的に取り組むことを目的に平成１６年度に
策定予定の「乗合交通整備計画」に位置づけられた具体
的施策の実現化に向けた展開や段階的整備を行います。

●利便性が高く、人と環境にやさしい交通体系を構築します。
●自動車だけでなく公共交通を優先した新たな交通システムを導入しま
す。

☆ちがさき自転車プラン推進事業

交　通

事　業　名 事　　業　　概　　要

　総合交通プランの基本方針に基づき、自転車に関する
施策の具体的内容を位置づけた自転車総合計画を平成１
５年度に策定したのを受け、本プランに位置づけられた
基本方針及びテーマ、具体的施策について、主にソフト
面について、推進します。



活動指標・目標
①指標
　庁内外調整会議等
　開催回数
②目標
　１５回
　(17～19年度)
③実績
　なし

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

　

４－（１）　国・県等関係機関に対して要望・要請を行う事項

主たる担当課

都市政策課

都市政策課

都市政策課

都市政策課

都市政策課

都市政策課

事　　業　　概　　要

コミュニティバス運行事業
＜ハード事業＞

　平成１６年度に策定予定の「乗合交通整備計画」に位
置づけられる支線路線との整合性を図り、第一期ルート
である中海岸・南湖ルートに続き、第二期ルート運行の
段階的な整備を行います。

（仮称）西久保駅の設置要請
＜ハード事業＞

 (2-01-04-305)

事　業　名

2-01-04-301（都市政策課）

ＪＲ相模線の複線化の整備促進
＜ハード事業＞

 (2-01-04-303)

ＪＲ茅ヶ崎駅ホーム等の拡幅要請
＜ハード事業＞

 (2-01-04-401)

　本市の都心への重要なアクセス手段としてのみではな
く、本市北部のまちづくりの発展に大きく寄与させるた
め、相模鉄道いずみ野線の湘南台以西茅ヶ崎市内～平塚
方面への延伸を関係機関に対し要請します。

　人にやさしい公共交通機関の整備として、バス事業者
に対し新規購入車のノンステップ化を要請していきま
す。

　ＪＲ相模線　香川駅・北茅ヶ崎駅間に新駅の設置を要
請します。

　ＪＲ東海道本線茅ヶ崎駅ホーム及び辻堂駅西口通路の
拡幅並びに改札口の混雑解消を関係機関に要請します。

ノンステップバスの導入促進
 (2-01-04-402)

概　　要

ＪＲ東海道本線の貨物線旅客線化
の促進
　　　　＜ハード事業＞
            (2-01-04-302)

ＪＲ相模線の各私鉄との相互乗入
れ要請
　　　　＜ハード事業＞
            (2-01-04-304)

要望・要請事項（事業名コード）

　ＪＲ東海道線の輸送力を促進するため、湘南新宿ライ
ナーや湘南ライナーの増発による、本格的な貨物線の旅
客線化等を関係機関に要請します。

　ＪＲ相模線の全線複線化の早期実現を目指し、輸送力
増強を促進するとともに、沿線地域の発展を図るため、
関係機関に要請します。
　また、香川駅周辺整備計画との整合性を図りつつ、段
階的整備に向けた検討を行います。



1-5　公共下水道

１　目　　 　　標

２　施策の方向

（１）公共下水道の整備
（２）下水道施設の維持管理
（３）下水道施設に関する指導・啓発

３　計画事業

活動指標・目標
①指標
　公共下水道整備率
②目標
　２１３７．５ｈａ
　(～19年度末)
③実績
　２１１１．７ｈａ
　(～16年度末)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　貯留管整備事業
　進捗率
②目標
　３７％
　(～19年度末)
③実績
　なし

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　下町屋ポンプ場整
　備事業進捗率
②目標
　６０％
　(～19年度末)
③実績
　なし

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

事　　業　　概　　要

事　　業　　概　　要

事　　業　　概　　要

　浸水区域の解消を図るため、３７４立法メートル／分
の排水能力のポンプ設備と建築施設の新設工事を実施し
ます。

◇平成１６年度　基本計画
◇平成１７年度　実施計画
◇平成１８年度　工事着手

　平成１６年４月１日に下水道法施行令が改正され、新

たに合流式下水道の雨水吐室における構造基準及び放流

水の水質基準が規定され、一定期間内にこれらの基準を

達成する必要が生じたため、合流式下水道緊急改善事業

（貯留施設設置）を推進します。また、将来的には、合

流式下水道区域の完全分流化を図ります。

　公共下水道事業は、都市計画基盤の整備を目的に公共
下水道管（汚水、雨水）の布設、ポンプ場の整備など実
施します。

◇重点整備　浜竹雨水幹線及び萩園第１・第２雨水幹線
の整備

●市街化区域内の汚水整備率及び水洗化普及率100％を達成します。
●雨水施設の計画的整備を順次行い、早期に浸水地区を解消します。
●下水道施設の次世代に向けた適正な維持管理を行います。

公共下水道

2-01-05-105（下水道総務課）

事　業　名

事　業　名

公共下水道整備事業
＜ハード事業＞

☆下町屋ポンプ場整備事業
＜ハード事業＞

2-01-05-101（下水道総務課）

2-01-05-102（下水道総務課）

合流改善事業
＜ハード事業＞

事　業　名

うすいばきしつ



活動指標・目標
①指標
　相模川左岸終末
　処理場整備事業
　進捗率
②目標
　６６％
　(～19年度末)
③実績
　１６％
　(～16年度末)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　県

活動指標・目標
①指標
　下水道整備計画策
　定年度
②目標
　平成１９年度
③実績
　　なし

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　雨水吐室ろ過スク
　リーン設置か所数
②目標
　４か所
　(～19年度末)
③実績
　３か所
　(～16年度末)

事業実施年度 １７年度 １８年度  事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　排水不良地区の整
　備延長
②目標
　８，５００㍍
　(～19年度末)
③実績
　７，２６０㍍
　(～16年度末)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

４－（３）　定例的・定型的業務

主たる主管課

下水道管理課

下水道管理課

下水道管理課

事　　業　　概　　要

　公共下水道雨水きょの未整備地域や排水不良地区の浸
水防止と環境浄化を図るため、一般排水路の新設・改良
工事を実施します。

　環境面の充実を図るため、中海岸処理分区の雨水吐室
にろ過スクリーンを設置し、越流水とともに放流される
混入物の削減を図ります。
　
◇市内処理分区　　　東海岸・松が丘・浜須賀・中海岸
◇設置完了処理分区　東海岸・松が丘・浜須賀
◇設置予定処理分区　中海岸（平成１７年度設置予定）

　汚水整備、雨水整備、合流改善、市街化調整区域の整
備計画、ポンプ場の整備計画等個々の整備事業計画を取
りまとめ、下水道整備を総合的な観点から検討し、下水
道整備計画を策定します。

事　　業　　概　　要

概　　要

　公共下水道の普及に伴い、老巧化した施設の改築修繕
を計画的に進めるために管理システム化を図ります。

下水道整備計画の策定

事　業　名

2-01-05-106（下水道総務課）

事　業　名

水洗化普及率１００％に向けた指
導・啓発活動の推進
              (2-01-05-302)

相模川流域下水道促進事業
＜ハード事業＞

事　業　名

業務名（事業名コード）

　家屋所有者に排水設備工事促進ＰＲ文書を送付し、告
示より３年以内に水洗化するよう周知し、普及につとめ
ます。

　公共下水道が整備され、処理区域の告示がされた時点
で工場等の特定施設に対し、排水設備工事を実施し下水
道に切り替えるよう指導します。

2-01-05-201（下水道管理課）

2-01-05-107（下水道総務課）

事　　業　　概　　要

事　　業　　概　　要

　９系列の水処理施設の完成により、関連施設の整備や

施設の改築・更新及び上部の覆蓋工事等を実施します。

2-01-05-202（下水道管理課）

下水道施設の適正使用に関する指
導・啓発活動の推進
              (2-01-05-301)

公共下水道の整備（維持管理）
 (2-01-05-203)

　排水不良地区の解消
＜ハード事業＞

公共下水道雨水
うすい

吐
ばき

室
しつ

ろ過スクリー

ン設置工事

　　　　＜ハード事業＞

事　業　名

ふくがい



第２節　居住性の高い生活環境づくり

２-１　居住環境

１　目　　 　　標

２　施策の方向

（１）生活関連施設の充実
（２）秩序あるまちづくり
（３）良質な住宅・宅地の供給
（４）福祉にやさしいまちづくり

３　計画事業
　

活動指標・目標
①指標
　生け垣化の延長
②目標
　１，５００㍍
　(17～19年度)
③実績
　７６７㍍(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　借上型市営住宅整
　備戸数
②目標
　８０戸
　(～19年度末)
③実績
　４０戸
　(～16年度末)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市・民間

活動指標・目標
①指標
　(仮称)茅ヶ崎市ま
　ちづくり総合条例
　策定年度
②目標
　平成１９年度
③実績
　なし

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

　

事　　業　　概　　要

事　　業　　概　　要

事　　業　　概　　要

　「茅ヶ崎市生け垣の奨励及び危険ブロック塀等解消の促進に
関する要綱」に基づき、生け垣を築造する場合にその費用の一
部を助成します。

◇助成率　工事費標準額の７０％
　　　　　狭あい道路の場合は　工事費標準額の１７．５％

　公共賃貸住宅の一つとして住宅に困窮するファミリー
世帯や高齢者世帯等に対し、良質な賃貸住宅を供給する
ため、民間住宅の借り上げ方式を採用し、毎年度２０戸
の供給を目指します。

　まちづくりの総合条例の位置づけ、既設の条例との整
合性、体系的な整備の有無などの基礎的な研究をすると
ともに、制定に向けての庁内組織の検討を行います。

市営住宅の整備
＜ハード事業＞

2-02-01-301（建築課）

事　業　名

事　業　名

☆「（仮称）茅ヶ崎市まちづくり
総合条例」の策定

2-02-01-303（都市計画課）

●生活関連施設などの整備を図り、安全で快適な環境づくりを進め、福祉
にやさしいまちをつくります。

居住環境

事　業　名

生け垣奨励事業
＜ハード事業＞

2-02-01-101（建築指導課）



４－（３）　定例的・定型的業務

主たる主管課

公園みどり課

建築指導課

建築指導課

建築指導課

広報広聴課

建築指導課

　一定規模以上の建築物について、高齢者や障害者等が
安全で快適に利用できる施設づくりが進むよう指導につ
とめます。

　平素より判定登録者との連携や資機材の調達等を怠り
なく行い、判定士の活動を有効かつ組織的なものとしま
す。

　中高層建築物の建築に係る建築紛争に際し、相談員に
よる相談、さらにはあっせんを行い、あっせん不調の場
合には、建築紛争調停委員会委員による調停を行いま
す。

　良好な住環境を求める人等の意思や活動を育み、建築
協定締結に向けての誘導活動を進めるとともに、一定の
区域内の住民の合意により締結された当該協定を活用す
ることにより住環境の保全に役立てます。

概　　要

　道路建設に伴う残地が発生したら子供から高齢者まで
快適な生活を送れるよう、道行く市民の休憩・語らいの
場としてポケットパークを整備して、居住環境を高める
ことを目的に設置します。

　秩序ある都市形成を進める見地から建築基準法等関係
法令の遵守を市民に求めます。

ハートビル法、神奈川県福祉の街
づくり条例による指導
             (2-02-01-402)

ポケットパークの整備
(2-02-01-102)

建築紛争調整実施事業
(2-02-01-204)

違反建築物対策の推進
(2-02-01-202)

業務名（事業名コード）

建築協定の活用
(2-02-01-201)

応急危険判定活動体制事業
(2-02-01-203)



２-２　生活道路

１　目　　 　　標

２　施策の方向

（１）安全で快適な生活道路の整備
（２）人にやさしい道づくり
（３）道路管理体制の充実

３　計画事業
　

活動指標・目標
①指標
　狭あい道路整備
　延長
②目標
　１２２，６３４㍍
　(～19年度末)
③実績
　１１９，６３４㍍
　(～16年度末)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　道路用地買収面積
②目標
　５０９．３７㎡
　(～19年度末)
③実績
　なし

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

事　　業　　概　　要

事　　業　　概　　要

　狭あい道路整備事業につきましては、建築基準法第４
２条第２項及び茅ヶ崎市生け垣の奨励及び危険ブロック
塀等の解消の促進に関する要綱の適用を受けて後退した
用地を取得し、道路整備することにより交通、災害対策
等に関する都市機能の向上を図ります。なお，土地所有
者の協力を得て、線的な取り組みも進めます。

　本路線は、国道１号より小出地区へ通じる重要路線で
国道１号より千ノ川橋までの区間は、歩車道の分離がさ
れていない箇所があり、交通量の増加に伴い、歩行者等
の通行に危険が生じている状況から歩道を設置し安全確
保を図ります。歩道幅員　（両側）　２．０ｍ
　平成１７年度から１９年度につきましては、駅前一里
塚線の開通に伴い交通量が増えることが、予想されるた
め、国道１号よりサティ間の用地買収を行ない、歩道・
右折レーンを含めた車道の道路整備を早期に実施しま
す。

●安全で快適な生活環境を確保するため、生活道路を整備し、都市機能を
充実します。

事　業　名

生活道路

狭あい道路整備事業
＜ハード事業＞

2-02-02-102（道路管理課）

事　業　名

市道０２１７号線（旧遠藤茅ヶ崎
線）歩道整備事業
　　　　＜ハード事業＞

2-02-02-106（道路管理課）



活動指標・目標
①指標
　道路整備延長
②目標
　６８０㍍
　(～19年度末)
③実績
　なし

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　道路整備延長
②目標
　１１０㍍
　(17～19年度)
③実績
　０㍍
　(～16年度末)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　道路整備延長
②目標
　２３５㍍
　(～19年度末)
③実績
　なし

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　歩道整備延長
②目標
　１，４３９．７㍍
　(～19年度末)
③実績
　１，２２９．７㍍
　(～16年度末)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　道路整備か所数
②目標
　３３７か所
　(～19年度末)
③実績
　２６８か所
　(～16年度末)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

　矢畑萩園線歩道設置事業につきましては、近年交通量
の増加等により、歩道拡幅・歩車道の段差及び歩道の起
伏を解消し、歩行者・車両等の早期安全確保が必要なた
め、平成４年度から実施しています。

◇事業用地面積　１，２６３．６５㎡　買収済み面積
８０１．０２㎡　進捗率　６３．４％
◇歩道延長　　　２，０００ｍ　　　　整備済み延長
１，０２３．４ｍ　　進捗率　５１．２％

　本事業は、現在、設置されている歩道のほとんどが、
交差点巻込部や横断歩道部における歩道と車道との段差
が著しく、また、視覚障害者誘導ブロックが設置されて
いる箇所が少なく、誰もが安心して歩ける形状とはなっ
ていないため、バリアフリー化を進め誰もが安心して歩
ける「人にやさしいみちづくり」を実施します。

事　　業　　概　　要

事　　業　　概　　要

　一般廃棄物最終処分場周辺は、自然環境に恵まれてい
る反面、道路形態は市民生活上、利便性や安全性に欠け
ているのが現状です。したがって、狭あい道路整備、交
差点の改良、歩道の設置などの整備を図り、安全で快適
な生活環境を確保します。

◇整備内容
・０１１０号線　歩道設置　延長：１８０ｍ（両側）
幅員：２．５ｍ
・６３４２号線　延長：５００ｍ　幅員：９ｍ

事　　業　　概　　要

事　　業　　概　　要

　本事業は、小桜町２０４５番地先の市道０２９０号線
と市道１５９３号線を連絡する新設道路として整備しま
す。

◇整備内容　延長１１０ｍ、幅員４．０ｍ

　本路線は、神奈川県施工の一級河川小出川改修関連事
業として寺尾橋の架け替えが計画されている現橋の左岸
直近に取り付いている市道でありますが、河川改修工事
に伴い水没するため神奈川県と共同して付け替え整備し
地域の交通の利便性を確保します。
　なお、事業の実施期間といたしましては、平成１６年
度から１９年度の４か年として、また、付け替え道路の
線形がＪＲ相模線の架け替えされるＪＲ橋と交差するた
め工事の施工につきましては、ＪＲ東日本に委託して事
業を実施します。

事　業　名

歩道段差改良事業
＜ハード事業＞

事　業　名

事　業　名

市道０１１０号線・６３４２号線
等道路改良事業
　　　　＜ハード事業＞

2-02-02-107（ごみ対策課）

2-02-02-108（道路建設課）

☆市道１７９０号線道路改良事業
＜ハード事業＞

事　業　名

矢畑萩園線歩道設置事業
＜ハード事業＞

事　業　名

☆市道７２６３号線道路整備事業
＜ハード事業＞

2-02-02-109（道路管理課）

2-02-02-201（道路管理課）

2-02-02-202（道路管理課）

事　　業　　概　　要



活動指標・目標

①指標
　道路整備延長
②目標
　歩道新設１９１㍍
　電線共同溝
　２２７㍍
　(17～19年度)
③実績
　なし

2-02-02-205（道路建設課） 事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

　本事業は、住民参加型のワークショップ等で、駅北口
周辺の道路問題点をハード・ソフト面及び道路利用ルー
ルづくりを含め基本計画を作成し、その計画に基づき事
業を実施します。

茅ヶ崎駅北口周辺みち再生事業
＜ハード事業＞

事　　業　　概　　要事　業　名



２-３　公園・緑地

１　目　　 　　標

２　施策の方向

（１）広域公園の整備
（２）基幹公園の整備
（３）地域の特性を活かした公園の整備
（４）防災機能を有する公園の整備
（５）既存公園の整備
（６）緑地の整備

３　計画事業
　

活動指標・目標
①指標
　国・県との協議
②目標
　１５回
　(17～19年度)
③実績
　７回(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　国・県・市

活動指標・目標
①指標
　新湘南バイパス高
　架下整備年度
②目標
　平成１９年度
③実績
　なし

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　国・県・市

　

４－（１）　国・県等関係機関に対して要望・要請を行う事項

主たる主管課

国県事業対策課

　平成１５年８月に国・県より、新湘南国道第Ⅱ期工事
のため、スポーツ公園移転協力依頼がありましたので、
移転について、国・県と協議しながら実施します。

　新湘南バイパスⅡ期事業では、周辺環境と調和した道
づくりが求められており、国・県・市・日本道路公団で
地元協議も含めて小出川リバーサイド整備計画（公園）
がつくられています。
　小出川の湘東橋から宮の下橋の区間の高架下スペース
を充分活用するため、ワーキングの検討により気軽に楽
しめる公園整備を行います。

事　業　名

☆相模川河畔スポーツ公園移転整
備事業
　　　　 ＜ハード事業＞

事　　業　　概　　要

●都市環境の保全や自然との共生を図り、地域の特性を活かした公園・緑
地を整備します。
●安全で安心できるまちづくりをするため、防災機能をもった公園を整備
します。

県立茅ヶ崎里山公園整備の促進
＜ハード事業＞

(2-02-03-101)

公園・緑地

要望・要請事項（事業名コード） 概　　要

　北部地区の自然環境を生かしたスポーツ、レクリエー
ション、自然体験、イベント等に利用できる広域公園の
整備を県に要請し、県立公園を北部地域活性化の核と位
置づけ、平成１３年１０月に一部開園し、平成２０年度
に全面開園を目途に、整備を進めています。
　当面の施設型公園が、基本構想、基本計画の段階で、
自然型の公園として位置づけられ、整備が進められてい
ます。

2-02-03-202（公園みどり課）

2-02-03-203（公園みどり課）

事　業　名

☆新湘南バイパス高架下の有効利
用
　　　　 ＜ハード事業＞

事　　業　　概　　要



４－（３）　定例的・定型的業務

主たる主管課

公園みどり課

公園みどり課
既存公園の点検・整備

(2-02-03-501)

業務名（事業名コード）

　安全で安心できる市民生活への対応、高齢化社会の到
来と自由時間の増大のなかで余暇活動や健康づくりのた
めの活動への対応及び時代に即応した安全な遊具を設置
します。

概　　要

近隣公園・街区公園の整備
(2-02-03-201)

　近隣公園、街区公園を整備することにより、市民生活
に安らぎと潤いをもたらすことばかりでなく多様なニー
ズに対応することを目的に設置します。



２-４　都市景観

１　目　　 　　標

２　施策の方向

（１）景観まちづくりの推進
（２）景観まちづくりの支援
（３）公共施設の景観整備
（４）景観まちづくりの普及・啓発

３　計画事業
　

活動指標・目標
①指標
　景観まちづくり計
　画策定年度
②目標
　平成１８年度
③実績
　　なし

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

４－（３）　定例的・定型的業務

主たる主管課

都市整備課

都市整備課

都市整備課

屋外広告物撤去事業
(2-02-04-103)

景観重要建物等の指定・保存・活
用
             (2-02-04-104)

都市景観

事　業　名

概　　要

　「茅ヶ崎市景観まちづくり条例」に基づき、地域住民
の意向により景観まちづくりを進める地区を景観まちづ
くり地区として、具体的な景観まちづくりのルールを定
めます。

　都市の美観風致を維持し、公衆に対する危害を防止す
るため、屋外広告物法に基づく違反屋外広告物の簡易除
却を行います。

　景観まちづくりを推進するため、重要な価値がある建
築物、工作物などを、景観重要建築物等に指定します。

2-02-04-101（都市整備課）

業務名（事業名コード）

景観まちづくり地区の指定
(2-02-04-102)

●市民、事業者、行政が協力しながら地域の特性を活かした魅力ある景観
を守り、育て、創造し、快適環境都市を実現します。

★特別景観まちづくり地区の指定

事　　業　　概　　要

　「茅ヶ崎市景観まちづくり条例」に基づき、景観まち
づくりを進めるべき地区を特別景観まちづくり地区とし
て、具体的な景観まちづくり計画を定め、その計画に
沿った景観まちづくりを誘導します。

◇対象地区　東海道街区及び行政文化街区



第３節　自然との共生によるまちづくり

３-１　里　　山

１　目　　 　　標

２　施策の方向

（１）里山の土地空間の保全と活用
（２）里山の生態系の保全
（３）里山の自然保護意識の高揚

３　計画事業

活動指標・目標
①指標
　市民の森再整備年
　度
②目標
　平成１９年度
③実績
　なし

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　茅ヶ崎市緑の基本
　計画の見直し策定
　年度
②目標
　平成１９年度
③実績
　なし

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　県・市

活動指標・目標
①指標
　茅ヶ崎の自然環境
　を考える会（準備
　会）開催回数
②目標
　１５回
　(17～19年度)
③実績
　２回(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

　

事　　業　　概　　要

　自然を生かした特色ある緑地とし、市内の森を守り育
てるとともに、自然体験学習や市民の憩いの場として利
用され、緑の育成から保護にいたる一貫した緑の基地と
することを目的に整備するため、平成１６年度は、市民
の森再整備ワーキングを設置し、平成１７年度以降再整
備を行います。

　都市緑地保全法による緑の保全を図るため、平成８年
度に作成した茅ヶ崎市緑の基本計画の見直しを図りま
す。
赤羽根地区　　　　　１５ｈａ
行谷・芹沢地区　　　　９ｈａ

事　業　名

2-03-01-103（公園みどり課）

☆市民の森・緑道の整備
＜ハード事業＞

事　　業　　概　　要

●貴重な里山の自然環境を保全し、自然と人がふれあう憩いの場を創出し
ます。

里　山

事　　業　　概　　要

事　業　名

2-03-01-20５（環境政策課）

事　業　名

　茅ヶ崎市の北部丘陵に残された自然は、市域の自然の
骨格を形成しているとともに市民が身近に自然とふれあ
える場であると言えます。
　現在、自然環境評価マップの見直しを行っており、市
内の自然が浮き彫りにされた段階で、優先的に保全すべ
き場所における規制的手法などを用いて里山の保全につ
とめます。

★緑地保全地区の指定
（緑の基本計画の見直し）

2-03-01-202（公園みどり課）

☆里山保全地域の指定



４－（２）　第４次実施計画に向けた研究・検討事項

主たる担当課

公園みどり課

環境政策課

企画調整課

４－（３）　定例的・定型的業務

主たる主管課

公園みどり課

環境政策課
　自然環境評価マップを充実させ、その活用を図りま
す。

概　　要

　清水谷は、里山の自然とふれあい、学習することので
きる場として、永続的な保全を図ります。

清水谷の保全
(2-03-01-101)

業務名（事業名コード）

概　　要

　優れた自然環境を保全するために、市民と行政が一体
となってトラストによる緑地の保全を進めるための対象
箇所の調査を行います。

　市内における自然度が比較的高い状態を維持している
地域が、県自然環境保全条例に基づいた指定により保全
されており、現在、指定されている地域を継続して保全
するとともに、新たに自然度の高い地域の指定を検討し
ます。

　「神奈川県土砂の適正処理に関する条例」の内容、実
績等と本市の土砂の埋め立ての状況等を検証し、本市独
自の条例整備の必要性を検討し、必要に応じて条例を整
備します。

土地の埋立てに関する条例整備の
検討
             (2-03-01-203)

研究・検討事項（事業名コード）

自然環境評価マップの充実
(2-03-01-204)

トラストによる保全の調査研究
(2-03-01-104)

自然環境保全地域の指定
(2-03-01-201)



３-２　海　岸

１　目　　 　　標

２　施策の方向

（１）砂浜の回復
（２）海岸の自然の保全
（３）海岸の秩序ある利用
（４）レクリエーション環境の整備
（５）海岸の自然保護意識の高揚

３　計画事業

活動指標・目標
①指標
　堆積砂搬出量
②目標
　７，５００㎥
　(17～19年度)
③実績
　３，０００㎥
　(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　県・市

活動指標・目標
①指標
　漁港後背地内の
　ライフライン整
　備率
②目標
　４０％
　（～１９年度末）
③実績
　なし

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　公衆トイレ整備
　か所数
②目標
　２か所
　(～19年度末)
③実績
　１か所
　(～16年度末)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　県・市

　茅ヶ崎海岸トータルプランの基本目標及び地区別整備
構想に基づき、海浜部における便益施設として公衆トイ
レの整備・充実を図ります。

◇設置予定場所
柳島キャンプ場周辺地区

事　　業　　概　　要

事　　業　　概　　要

事　　業　　概　　要

　侵食の進んだ海岸に砂浜を回復させるため、県市の連

携により、漁港区域に堆積する砂を侵食された海岸に運

搬し、豊かな砂浜の再生を図ります。

　漁港区域整備基本構想は、漁港背後地の公共空地にお
ける占用問題を解決し、臨港道路、駐車場等の整備手法
を明らかにするため、平成１２年度に策定されました。
　本基本構想を具現化するため、その第１段階として占
用地区の問題解決に向けて平成１３年７月「占用者が払
い下げを受けることで解決を図る」とする市の方針が決
定されました。これに基づき国有地払い下げに向けて、
占用地区の都市基盤整備を進めます。
　その後、段階的に臨港道路、駐車場等の整備を推進し
ます。

事　業　名

事　業　名

☆漁港区域整備基本構想に基づく
整備
　　　　＜ハード事業＞

☆公衆トイレの整備
＜ハード整備＞

●豊かな海浜を保全し、海岸の秩序ある利用とレクリエーション環境の創
出につとめます。

2-03-02-402（海浜課）

2-03-02-103（海浜課）

海　岸

事　業　名

海岸侵食防止対策事業

2-03-02-403（環境保全課）

たいせき



　

４－（１）　国・県等関係機関に対して要望・要請を行う事項

主たる担当課

海浜課

４－（３）　定例的・定型的業務

主たる担当課

環境保全課

海浜課

概　　要

要望・要請事項（事業名コード） 概　　要

　侵食の進んだ海岸に砂浜を回復させるための事業を実
施し、豊かな海岸線を再生するよう県に要請します。

業務名（事業名コード）

ライフセービング活動への支援
(2-03-02-301)

　海・浜の利用者の安全を図るために、ボランティアと
して監視・救助などを行うライフセービング活動を支援
します。

海岸侵食防止対策
＜ハード事業＞

(2-03-02-101)

海岸美化の推進
(2-03-02-202)

　茅ヶ崎海岸の自然の保全を目的とした海岸美化を推進
します。
◇（財）かながわ海岸美化財団による定期清掃を実施
◇市民、事業者、行政が一体となり海岸清掃を実施



３-３　河　川

１　目　　 　　標

２　施策の方向

（１）河川の保全と活用
（２）河川の整備
（３）河川の自然保護意識の高揚

３　計画事業

活動指標・目標
①指標
　水循環水環境駒
　寄川整備計画策
　定年度
②目標
　平成１９年度
③実績
　なし

事業実施年度  １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　雨水貯留施設設置
　事業進捗率
②目標
　６６％
　(～19年度末)
③実績
　なし

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　千の川護岸改修整
　備進捗率（県管理
　区間）
②目標
　１００％
　(～19年度末)
③実績
　２５％
　(～16年度末)

事業実施年度  １８年度 １９年度 事業主体　県・市

事　　業　　概　　要

事　　業　　概　　要

事　　業　　概　　要

　良好な水辺環境を取り戻すため、水循環水環境駒寄川
整備計画を策定します。

　茅ヶ崎市水循環水環境千ノ川整備計画に基づき、千ノ
川流域の浸水対策として、上ノ田公園内に一時的に雨水
を貯留する施設を設置します。また、都市化により水辺
環境が失われつつある公共下水道雨水幹線の再整備を行
います。

　茅ヶ崎市水循環水環境千ノ川整備計画に基づき、千ノ
川流域の浸水対策として、全体設計、用地補償、河川改
修工事等を行います。また、親水性に配慮した整備計画
を策定します。

●川辺の自然と人がふれあえる親しみやすい水辺空間を創造します。

●河川改修などの整備を進め、浸水被害を解消します。

千ノ川整備事業（河川）
＜ハード事業＞

2-03-03-101（下水道総務課）

2-03-03-202（下水道総務課）

河　川

☆千ノ川整備事業（下水）
＜ハード事業＞

2-03-03-205（下水道総務課）

事　業　名

☆水辺環境の基本計画の策定

事　業　名

事　業　名



４－（１）　国・県等関係機関に対して要望・要請を行う事項

主たる担当課

国県事業対策課

国県事業対策課

４－（２）　第４次実施計画に向けた研究・検討事項

主たる担当課

下水道総務課

４－（３）　定例的・定型的業務

主たる主管課

下水道管理課

環境保全課

概　　要

　小出川の河川改修は、河口部から藤沢市諸之木区間の
流路延長約１１．５ｋｍについて計画されており、河川
幅の拡張整備とこれに伴う護岸（築堤）整備が主体に進
められ、現在、河口から萩園橋上流３００ｍまでの整備
を概ね終了しています。
　なお、改修については、自然生態系に配慮した多自然
型工法により整備を行います。

　相模川の築堤等の整備は、河口から神川橋までの国土
交通省管理区間約６．６ｋｍの無堤部解消と弱小堤改修
を国に要請します。

◇　現在値　　全体整備率　約４7％

概　　要

研究・検討事項（事業名コード）

駒寄川整備事業
(2-03-03-201)

　「茅ヶ崎市水循環水環境駒寄川整備計画」に基づき、
普通河川駒寄川の多自然型護岸、遊水池、雨水貯留施
設、浄化施設の整備等を市民参加による事業計画を策定
し、浸水解消と水質の改善を図ります。

相模川の整備の促進
＜ハード事業＞

(2-03-03-203)

河川の自然保護意識の高揚
(2-03-03-301)

業務名（事業名コード） 概　　要

　浄化運動の推進、河川の自然や生物に関する観察・学
習活動などにつとめるとともに、河川環境保全に関する
活動を行う団体との連携を図ります。

雨水浸透施設の整備の促進
(2-03-03-102)

　一般家庭より下水道施設へ、雨水を排除する場合は宅
地内浸透処理とし、オーバーフロー分のみ放流するよう
指導します。

小出川の改修整備の促進
＜ハード事業＞

(2-03-03-204)

要望・要請事項（事業名コード）



３-４　都市緑化

１　目　　 　　標

２　施策の方向

（１）公共施設等の緑化
（２）民有地の緑化
（３）緑化推進体制の整備
（４）緑化の普及・啓発

４－（２）　第４次実施計画に向けた研究・検討事項

主たる担当課

公園みどり課

公園みどり課

４－（３）　定例的・定型的業務

主たる主管課

公園みどり課

公園みどり課

公園みどり課

公園みどり課

公園みどり課

公園みどり課

公園みどり課

公園みどり課

　緑の街なみを拡げてゆくため、緑化重点地区を設け、
モデルとなるような緑のまちづくりを進めます。

　公園・道路・河川の緑化を推進するとともに、公共施
設・民有地の緑化を進めます。

　市民からの募金を推進すると同時に緑を保存すべき具
体的な候補地の選定を検討します。

工場など緑化の推進
(2-03-04-202)

緑のまちづくり基金の充実
(2-03-04-401)

都市緑化の推進
(2-03-04-301)

緑化重点地区の指定
(2-03-04-204)

　一定規模以上の事業所・工場に緑化の向上を要請し、
特に中心市街地の事業所等に対し、生け垣造成やベラン
ダ・壁面・屋上緑化を要請していきます。

●公共施設、民有地などの緑化を進め、緑化の普及・啓発につとめ、緑豊
かなまちをつくります。

　道路、河川などの緑化を進め、公園を核とした緑の
ネットワークの形成につとめます。

概　　要

都市緑化

業務名（事業名コード）

　公共施設への樹木の供給のため、不用樹木の引取後の
養生また、苗木の育成をする樹園地を設置しています。

樹木センター・樹苗園の充実
(2-03-04-101)

　土地所有者と契約を結び、市民の利用できる緑地を設
置し、管理する制度を導入し、安らぎと潤いをもたらす
緑の確保につとめます。

緑化基準の設定
(2-03-04-302)

概　　要研究・検討事項

街路樹剪定等植樹地整備事業
(2-03-04-103)

　土地所有者と保存樹林・樹木制度による緑化の推進を
実施していますが、相続の発生や開発により減少してい
ますので、新たな指定により緑化推進を図ります。

緑のネットワークの推進
(2-03-04-102)

　開発行為等に伴う緑化指導について、平成１６年６月
１日施行の「茅ヶ崎市のまちづくりにおける手続及び基
準等に関する条例」に基づく運用基準の明確化、実効性
の検証及び戸建住宅以外の建築に対する緑化基準の適用
を検討します。

市民緑地制度などの導入促進
(2-03-04-303)

　市道の街路樹、緑地道路残地植樹帯の剪定、除草、病
害虫駆除等を行い、快適な市民生活を確保します。

樹林・樹木制度の推進
(2-03-04-201)



主たる主管課

公園みどり課

公園みどり課

　緑化推進団体等の組織の活性化を図り、市民と行政が
一体となって緑化の普及・啓発への取り組みを推進しま
す。

概　　要

緑化推進団体への支援
(2-03-04-402)

　身近な緑や地域の環境に対して市民の関心を高めるよ
うに、緑に触れ、その魅力を楽しむ活動を展開します。

緑化まつり事業
(2-03-04-403)

業務名（事業名コード）



たくましい世代を育むまち

豊 か な 文 化 と 明 日 の

第 ３ 章



第１節　はつらつとした青少年の育成

１-１　家庭教育・地域教育

１　目　　 　　標

２　施策の方向

（１）家庭教育の支援
（２）青少年活動の促進
（３）青少年活動支援体制の整備
（４）青少年施設の整備
（５）青少年問題への対応

３　計画事業
　

活動指標・目標
①指標
　ふれあいプラザ開
　設小学校数
②目標
　１０校(～19年度)
③実績
　４校(～1６年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　青少年広場整備か
　所数
②目標
　３４か所
　(～19年度末)
③実績
　３１か所
　(～16年度末)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　防犯ブザー貸与個
　数
②目標
　２０，０００個
　(～19年度末)
③実績
　１２，６８５個
　(～16年度末)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

●生涯学習社会の基礎づくりとして、家庭や地域の教育力の充実を図り、
様々な体験活動を通じて「生きぬく力」と「共感する心」を育て、青少年
の自立を支援します。

事　　業　　概　　要

事　　業　　概　　要

事　　業　　概　　要

事　業　名

事　業　名

　放課後の小学校施設を子どもたちの広場として開放
し、遊びを通して連帯性、協調性、責任感などを養う事
業を実施します。

　青少年の健全な余暇活動と地域活動の育成を図るため
整備します。

家庭教育
地域教育

小学校ふれあいプラザ事業

3-01-01-201（青少年課）

青少年広場の整備
＜ハード事業＞

3-01-01-401（青少年課）

3-01-01-502（青少年課）

事　業　名

☆子どもの安全を守る都市の推進

　子どもたちが巻き込まれる様々な事件や犯罪が多く
なっていることから、子どもの安全を守る事業を実施し
ます。



４－（２）　第４次実施計画に向けた研究・検討事項

主たる担当課

青少年課

４－（３）　定例的・定型的業務

主たる担当課

生涯学習課

青少年課

青少年課

野外研修施設の検討
(3-01-01-402)

研究・検討事項（事業名コード）

青少年指導者・リーダーの養成
(3-01-01-301)

青少年健全育成事業
(3-01-01-202)

　青少年の健全な余暇活動を通して子ども会・青年サー
クル等の育成を図るため、中学生・高校生も含めた研修
会・講座・教室等を開催し、仲間づくりの場を提供しま
す。

　青少年が社会参加しやすい環境を整備し、青少年団体
が青少年育成団体と協働して、青少年の成長段階に応じ
た遊び体験・自然体験教室などを開催します。

概　　要

　親子関係や家族・家庭のありかたを問いかけ、親が子
育てに対して自信と信念を持ち、子どもが健やかに成長
するよう、家庭教育に関する事業を実施します。

家庭教育に関する教室・講座の充
実
            (3-01-01-101)

　自然のなかで、子どもたちを自然に親しませ、規則正
しい集団生活を通じて心豊かで、たくましい青少年の育
成を図ることを目的に野外研修施設の利用を検討しま
す。

概　　要

業務名（事業名コード）



１-２　学校教育

１　目　　 　　標

２　施策の方向

（１）教育内容の充実
（２）教育環境の整備
（３）障害児教育の充実
（４）家庭・地域との連携
（５）幼稚園・保育園との連携

３　計画事業

活動指標・目標
①指標
　地域協力者派遣
　回数
　（１校あたり）
②目標
　２０回(19年度)
③実績
　１４回(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標

①指標
　日本人英語指導
　助手派遣者数
②目標
　１８人(19年度)
③実績
　５人(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

地域教育力活用事業

　茅の響きあい教育プランに基づき、学習活動をより充
実させるため地域の方々の教育力を活用し、指導協力者
の派遣等、各学校ごとの地域性にあわせた特色ある取り
組みと研究を推進します。また、響きあい交流送迎バス
を活用し、児童・生徒の体験活動を推進します。

◇ふれあい教育推進事業：地域ふれあい講座の講師等の
指導協力者の活用に対する支援
◇中学校部活動指導協力者派遣事業：部活動における指
導協力者の活用に対する支援
◇読書活動指導協力者派遣事業：読み聞かせ等の読書活
動の指導協力者の活用に対する支援
◇響きあい交流送迎バス活用事業：児童・生徒の社会体
験や地域交流の機会を広げるために、送迎バスの活用に
対する支援

　茅の響きあい教育プランに基づき、小・中学校に日本
人及び外国人英語指導助手を派遣することにより、英語
教育及び国際教育を推進します。
　日本人英語指導助手を小学校に派遣する。担任との
ティームティーチングにより児童の英語学習への関心・
意欲を高めるとともに、担任の指導力の向上を図りま
す。
　外国人英語指導助手を中学校に派遣し、英語の授業を
はじめ、他の全ての教育活動を通して、生徒の英語によ
る実践的なコミュニケーション能力を高めます。

●特色ある学校づくりと創造的な教育課程を通して、幅広い視野に立って
柔軟に考え、郷土を愛し、思いやりの心をもって、自ら行動できる子ども
を育てます。

学校教育

3-01-02-107（教育指導課）

3-01-02-108（教育指導課）

事　業　名

★英語指導助手派遣事業

事　業　名 事　　業　　概　　要

事　　業　　概　　要



活動指標・目標

①指標
　日本語指導協力
　派遣者数
②目標
　１２人(19年度)
③実績
　９人(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　耐震補強工事実施
　校数
②目標
　２３校
　(～19年度末)
　校舎棟１２校・
　屋内運動場１１校
③実績
　延べ２９校
　(～16年度末)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　グランド改修整備
　完了年度
②目標
　平成１７年度
③実績
　なし

事業実施年度 １７年度   事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　学校トイレ改修実
　施校数
②目標
　１０校
　(～19年度末)
③実績
　延べ１７校
　(～16年度末)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　強化磁気食器導入
　校数
②目標
　１８校
　(～19年度末)
③実績
　１０校
　(～16年度末)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

　日本語が不自由な外国籍の児童・生徒や帰国児童・生
徒が学校や社会に適応できるように、日本語学習や教科
基礎学習等を支援します。

事　　業　　概　　要

　校舎棟の老朽化や教育環境の向上・充実を図るためト
イレの改修や特別教室等の空調設備設置、校舎棟の普通
教室や廊下等の内装を計画的に改修します。
　また、グラウンドからの雨水流出防止対策を実施しま
す。

　家庭と同じような食器で楽しい食事ができるよう、食
事環境の向上を図るため、強化磁器食器を導入します。

◇強化磁器食器導入校　１０校
◇未導入校　８校

　児童・生徒の安全の確保と教育環境の向上を図るとと
もに、小・中学校の建物が地域防災拠点となることか
ら、校舎棟の補強工事を実施します。また、災害発生時
の避難場所となる屋内運動場についても耐震診断を行
い、補強工事を実施します。

   生徒の安全と避難施設としての安全を確保し、教育環
境の向上、充実を図るため、耐震補強工事及び大規模改
修を実施しました。実施に際して、グラウンドに仮設プ
レハブ校舎を建設したことから、平成１７年度は、グラ
ウンド改修整備を実施します。

事　　業　　概　　要

事　　業　　概　　要

事　　業　　概　　要

事　業　名

学校施設整備事業
＜ハード事業＞

3-01-02-205（教育施設課）

事　業　名

学校給食食器改善事業

3-01-02-206（学務課）

事　業　名

事　業　名

松浪中学校耐震・改修整備事業
＜ハード事業＞

学校校舎棟等の耐震診断等地震防
災事業
　　    　＜ハード事業＞

事　業　名

事　　業　　概　　要

★日本語指導協力者の派遣事業

3-01-02-110（教育指導課）

3-01-02-202（教育施設課）

3-01-02-201（教育施設課）



活動指標・目標
①指標
　教育用パソコン
　配備台数
②目標
　小・中学校
　各４８台
　(～19年度末)
③実績
　小学校各２２台
　中学校各４２台
　(～16年度末)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　学習指導補助員
　（ふれあい補助
　員）派遣者数
②目標
　５０人(19年度)
③実績
　２２人(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　青少年教育相談員
　数
②目標
　１４人(19年度)
③実績
　１３人(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　心の教育相談実施
　校
②目標
　小・中学校３１校
　(19年度)
③実績
　中学校１３校
　(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　国・県・市

活動指標・目標
①指標
　学区検討委員会開
　催回数
②目標
　６回(17～19年度)
③実績
　６回(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

　市全域の児童数・生徒数の推移、大規模開発による人
口増が見込まれる等の状況の変化を見守りながら、見直
しを行い、必要に応じて学区の変更を行います。

　茅の響きあい教育プランに基づき、平成１４年度から
完全実施された学習指導要領に準拠した教育活動を展開
するために、教育用パーソナルコンピュータの配備、校
内ＬＡＮの整備等を推進します。

◇校内ＬＡＮ工事
◇小学校２２台を４２台に配備
◇各学校普通教室に各２台、特別教室等に学校毎に各６
台配備

　茅の響きあい教育プランに基づき、児童・生徒一人ひ
とりの個に応じた多様な教育を推進するために、小・中
学校に学習指導補助教員を派遣し、児童・生徒の豊かな
学びや育ちを目的とした教育活動の充実を図ります。

◇ティーム・ティーチング教科指導補助
◇低学年児童のきめ細かな生活・学習指導補助
◇配慮を要する児童・生徒の生活・学習活動等支援

　青少年教育相談室に青少年教育相談員（青少年相談、
一般教育相談、心理相談、訪問相談、相談指導の各担
当）を配置し「電話相談」「来室（面接）相談」「巡回
教育相談」「訪問相談」を行うとともに、学者（心理学
者）、医師（精神科）にスーパーバイザーを依頼し、多
様化・複雑化する相談に対応します。

　現在、生徒・保護者が気軽に悩み等を相談できる「心
の教育相談員」を市内中学校に配置しています。今後は
小学校にも配置し、児童・保護者の悩みに対応できるよ
う相談事業の充実を図ります。

事　　業　　概　　要

事　　業　　概　　要

事　　業　　概　　要

3-01-02-209（教育指導課）

事　　業　　概　　要

事　　業　　概　　要

3-01-02-214（学務課）

★学校教育用パーソナルコン
ピュータ配備事業

事　業　名

ふれあい教員等派遣事業

事　業　名

3-01-02-211（教育指導課）

★心の教育相談事業

事　業　名

事　業　名

学校規模の適正化

★青少年教育相談事業

3-01-02-210（教育指導課）

3-01-02-212（教育指導課）

事　業　名



活動指標・目標

①指標
　あすなろ教室相談
　指導員数
②目標
　３人体制(19年度)
③実績
　２人体制(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標

①指標
　柳島小学校給食調
　理場整備完了年度
②目標
　平成１８年度

③実績
　なし

事業実施年度 １７年度 １８年度  事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　介助員派遣回数
②目標
　週５回(19年度)
③実績
　週３回(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

４－（２）　第４次実施計画に向けた研究・検討事項

主たる担当課

教育指導課

４－（３）　定例的・定型的業務

主たる担当課

教育指導課

教育指導課

教育総務課

教育総務課

教育総務課

教育指導課

　不登校児童・生徒に対する教育相談事業の充実を図る
ため、「あすなろ教室」として、学校復帰に向けた適応
指導・支援をしています。
　そのために、相談指導員を増員し、個に応じた学習指
導やメンタルケアのさらなる充実を図るとともに、臨床
心理士を常駐させ専門的見地から助言を行ったり、より
綿密な個々の復帰プログラムを構築できるようにしま
す。

事　　業　　概　　要

学校用机・椅子の新規格整備事業
             (3-01-02-208)

　日本工業規格の改訂に伴い、小・中学校の児童生徒用
机・椅子（セット）を新規格へ更新するため、計画的な
導入を図ります。

　学習指導要領に対応し、２１世紀を担う子どもたちに
情報の活用能力を養い、適正に情報を活用できるように
するために、教育研究所及び市内小・中学校の教育情報
ネットワーク化について検討します。

学習資料の編さん事業
(3-01-02-105)

　茅ヶ崎教育史資料編（戦後）の編さんのための基礎調
査や社会科資料集、自然学習指導資料集等の改訂・発行
作業を実施します。

業務名（事業名コード）

　就園幼児の保護者の経済的負担を軽減することを目的
に、保育料等を減免した私立幼稚園等に助成することに
より、幼児教育の振興と充実を図ります。

概　　要

概　　要

　教職員の意識改革と教育技術向上を目指した研修・研
究を積極的に推進します。

　柳島小学校学校給食調理場に関わる給食用エレベー
ター（バリアフリー対応）及び配膳室、渡り廊下等を整
備します。

　茅の響きあい教育プランに基づき、市内６校の特殊学
級と通常級に在籍する障害のある児童・生徒への学習援
助と生活習慣の自立援助の為に介助員を派遣していま
す。児童・生徒の障害は多様化・重度化の傾向にあり個
別でよりきめ細かな援助の充実を図ります。

事　　業　　概　　要

事　　業　　概　　要

研究・検討事項（事業名コード）

☆あすなろ教室事業

★特殊学級介助員事業及び通常級
介助員派遣事業

事　業　名

☆学校給食調理場整備事業
＜ハード事業＞

3-01-02-217（学務課）

事　業　名

　学校・家庭・地域との連携のなかで、地域に根ざした
開かれた学校づくりと「市民の学びの場」の拠点の一つ
として、学校施設を開放します。

幼稚園教育の支援
(3-01-02-501)

教育情報ネットワークの構築
(3-01-02-103)

学校施設の開放
(3-01-02-401)

事　業　名

3-01-02-302（教育指導課）

幼児のことばの教室事業
(3-01-02-502)

　就業前のことばに障害のある幼児及びその保護者に対
して、ことばについての個別指導と援助を行います。

教職員研修・研究
(3-01-02-104)

3-01-02-216（教育指導課）



第２節　生涯学習と市民文化の創造

２-１　生涯学習

１　目　　 　　標

２　施策の方向

（１）学習機会の提供
（２）学習支援体制の整備・充実
（３）生涯学習基盤の整備

４－（３）　定例的・定型的業務

主たる担当課

生涯学習課

生涯学習課

生涯学習課

生涯学習課

生涯学習課

生涯学習課

　支援者養成のための事業を実施し、講師・指導者を育
てるとともに人材登録をし、地域の学習活動を支援しま
す。

市民まなび講座の実施
(3-02-01-102)

大学公開講座の充実
(3-02-01-103)

生涯学習支援者の養成と活用
(3-02-01-202)

　市民の求めに応じて市民の学習の場に職員が講師とし
て出向き、講座を実施します。

　文教大学湘南キャンパスの施設、設備、教職員の教育
機能を広く開放していただき、その特色を生かした公開
講座を開催します。

相談体制の充実
(3-02-01-203)

　生涯学習相談コーナーに相談員を置き、学習情報の提
供や相談・助言を行います。

ＩＴ（情報通信技術）講習会の実
施
            (3-02-01-104)

　市民がＩＴ（情報通信技術）に対応できるよう、イン
ターネット操作など、ＩＴ基礎技能を修得するための講
習会を開催します。

●市民一人ひとりが、生きがいのある心豊かな生涯学習活動を行える、ま
なびのまちづくりを展開します。

概　　要

　市民参加による企画運営により開設され、市民の学習
意欲に応じた多様な学習の機会を提供します。

ちがさき市民大学の推進
(3-02-01-101)

生涯学習

業務名（事業名コード）



２-２　社会教育

１　目　　 　　標

２　施策の方向

（１）現代的課題や地域課題への対応
（２）地域に根ざした学習活動の充実
（３）学習成果の還元
（４）公民館の整備・充実
（５）図書館の整備・充実
（６）文化・民俗資料館の整備・充実

３　計画事業

活動指標・目標
①指標
　図書資料予約シス
　テム稼働年度
②目標
　平成１８年度
③実績
　なし

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

４－（３）　定例的・定型的業務

主たる担当課

生涯学習課

生涯学習課

生涯学習課

生涯学習課

図書館

図書館

図書館

生涯学習課

☆図書資料予約事業

●だれもが参加でき、学びあい、社会環境の変化に対応できる知識を習得
し、能力を伸ばしながら、社会性を育むことのできる学習環境をつくりま
す。

概　　要

　現代的課題、地域課題、生活課題などをテーマとする
講演会等の開催など学習機会の提供につとめます。

社会教育

業務名（事業名コード）

事　　業　　概　　要

　インターネット等を利用し、市民が自宅等から図書館
資料の予約ができる図書館管理システムを導入します。

事　業　名

　インターネットを活用し、市民が求める蔵書情報や資
料を提供するネットワークシステムの充実を図ります。

　市内各地で文化活動を続ける団体や、公民館で活動す
る学習サークルの学習成果が生かされる機会や、成果を
発表する機会および場を設けます。

　地域の特性を活かした組織的な教育活動および各種講
座・講演会・集いなど学習機会を提供し、また市民の学
習活動の活性化を図ります。

　利用人口の増加に伴う、市民ニーズの多様化を考慮
し、内容の充実した図書館資料を収集します。

市民文化祭・公民館まつりの開催
(3-02-02-301)

3-02-02-506（図書館）

社会教育講座等の実施
(3-02-02-101)

公民館主催事業の実施
(3-02-02-401)

文化資料館の充実
(3-02-02-603)

　文化的又は自然誌的郷土の資料を調査、収集、研究、
保管、展示することにより市民の郷土愛と郷土文化の向
上を目的とする事業展開を図ります。

　県内を一つの区域とした相互利用の実施と専門的な研
究・調査をする市民のニーズに対応するため、平塚市・
藤沢市内の各大学との交流を深めます。

図書館資料の充実
(3-02-02-501)

蔵書情報ネットワークの充実
(3-02-02-505)

社会教育公開講座の実施
(3-02-02-201)

図書館の相互利用
(3-02-02-502)

　市民の自主的な学習グループの活動を支援するととも
に、環境の整備につとめます。



主たる担当課

生涯学習課

　古民家のロケーションを生かし、昔をしのび、昔の住
生活を体験学習するための事業を実施して、市民に親し
まれる施設運営を行います。

民俗資料館の充実
(3-02-02-604)

業務名（事業名コード） 概　　要



２-３　市民文化

１　目　　 　　標

２　施策の方向

（１）文化財保護意識の啓発
（２）文化財の調査・収集・活用
（３）郷土芸能の保存と継承
（４）文化交流機会の充実
（５）新しい市民文化の創造

３　計画事業
　

活動指標・目標
①指標
　(仮称)実行委員会
　開催回数
②目標
　１２回
　(17～19年度)
③実績
　なし

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市・民間

活動指標・目標
①指標
　遺跡調査保存整備
　事業進捗率
②目標
　６５％
　（～19年度末）
③実績
　２５％
　（～16年度末）

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

　本市の歴史・文化的資源、観光資源、また北部の丘陵
や谷戸に残る自然など点在する都市資源を活用し、新た
なふるさと茅ヶ崎を発見することにより、活性化を図り
ます。市民参加による（仮称）実行委員会を設置し、基
本構想・実施計画に基づき事業を進めます。

◇市民参加を募り、散策には説明ボランティアを制度化
します。
◇都市資源の調査・研究を行い、市民調査員を育成しま
す。
◇案内板・説明板・パンフレットなどを作成し、見学
コースを作ります。
◇都市資源の資料収集を行い、ＨＰ、情報紙などで情報
を提供します。

　七堂伽藍跡の詳細な内容（伽藍配置・寺院範囲・存続
時期など）を調査し、こうした資料を基に、国史跡とし
ての指定を進めます。また、遺跡の保存整備を行い、学
校教育や生涯学習などの歴史教材として活用しながら、
後世に継承していきます。

●大切に受け継がれてきた文化を将来に伝えつつ、新たな文化を創造し、
発展させるような豊かな心を育みます。

下寺尾七堂
しちどう

伽藍
がらん

跡地の調査・保存

整備事業

　　　　＜ハード事業＞

3-02-03-202（生涯学習課）

事　業　名

★ちがさき丸ごとふるさと発見博
物館事業

市民文化

3-02-03-102（生涯学習課）

事　業　名

事　　業　　概　　要

事　　業　　概　　要



活動指標・目標
①指標
　旧相模川橋脚保存
　整備事業進捗率
②目標
　９５％
　(～19年度末)
③実績
　５０％
　(～16年度末)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　下寺尾遺跡群保
　存整備事業進捗率
②目標
　２５％
　(～19年度末)
③実績
　なし

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　企画展数
②目標
　２回(19年度)
③実績
　 ２回(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市・民間

４－（３）　定例的・定型的業務

主たる担当課

生涯学習課

生涯学習課

文化推進課

生涯学習課

生涯学習課

文化推進課

文化推進課

文化推進課

埋蔵文化財調査・保存事業
(3-02-03-201)

3-02-03-205（生涯学習課）

　遺跡内における開発工事等によって滅失する埋蔵文化
財の発掘調査を実施し、記録保存を図るとともに、整
理・保存・展示などを行います。

☆開高健記念館事業

事　業　名

文化財の展示・公開の充実
(3-02-03-101)

　国指定史跡「旧相模川橋脚」は、大正１２年の関東大
震災によって、下町屋の当時水田であった場所に１０本
の木柱が出現し、当時の歴史学者である沼田頼輔博士に
よって、鎌倉時代に幕府の御家人であった稲毛重成が亡
き妻の供養のために相模川に架けた橋の橋脚遺跡である
と考証され、大正１５年に国の史跡に指定されたもので
す。
　保存整備は、橋脚を密封保存し、上部に復元模型を設
置し景観を維持し、後世に継承してまいります。併せ
て、本史跡の歴史や地震痕跡としての重要性を周知する
施設を含む周辺整備も行い、市民をはじめとする多くの
人に親しまれる史跡として活用していきます。

　文化財を公開して、そのすばらしさや意義を一般市民
に訴え、既存施設の有効活用を図りながら充実につとめ
ます。

概　　要

事　　業　　概　　要

　平成１４年に下寺尾西方Ａ遺跡から発見された古代の

高座郡衙及び弥生時代の環濠集落は、全国的にみても価

値があり重要遺跡として認識されるものです。この本市

の歴史を語る上で欠かせない重要遺跡を保存整備するた

めに、遺跡規模の確認、関連資料の蓄積などの作業を行

い、史跡指定化を進めるとともに保存整備に係わる基本

構想・計画の作成、これらに基づく整備を実施し、本遺

跡を史跡として活用しながら後世に伝えていきます。

　寄付を受けた故開高健氏の住居を、開高健記念館とし
て、文化の薫り高い雰囲気を持った貴重な空間として活
用し、開高氏の書斎・書籍・資料等を展示公開すること
により、文化に親しみ、また、新たな文化創造の場や機
会を提供します。

事　　業　　概　　要

事　　業　　概　　要

　学校教育・生涯学習・行政施策立案・歴史研究などの
場で幅広く活用される編さんの成果を刊行します。

　財団法人茅ヶ崎市文化振興財団と連携し、市民文化の
推進のために、創造育成事業に積極的に取り組むと同時
に、新進芸術家の人材発掘・育成を図ります。

　茅ヶ崎市美術館の設置目的を達成するために、茅ヶ崎
ゆかりの芸術家の収蔵作品を充実させます。

　資料の基礎整理や資料化を経て、記録保存し、一般に
公開・活用ができるよう施設を整備する必要がありま
す。

　市内に伝承されている郷土芸能を保存・継承し、より
多くの市民に親しんでもらうため、発表の場を確保しま
す。

文化活動育成・支援事業
(3-02-03-501)

茅ヶ崎市史現代の編さん
(3-02-03-504)

3-02-03-506（文化推進課）

郷土芸能保存・継承事業
(3-02-03-301)

美術館収蔵作品収集事業
(3-02-03-502)

歴史資料収集・整理の充実
(3-02-03-203)

業務名（事業名コード）

埋蔵文化財整理施設の整備
(3-02-03-204)

　従来の古文書、記録に加え、写真、新聞、映像などの
資料を収集・整理し、活用を図ります。

事　業　名

3-02-03-20６（生涯学習課）

事　業　名

☆下寺尾遺跡群（高座
たかくら

群
ぐんが

衙）保存

整備事業

　　　　＜ハード事業＞

国指定史跡旧相模川橋脚保存整備
事業
　　　　＜ハード事業＞

かんごうしゅうらく



第３節　集いと交流のあるまちづくり

３-１　コミュニティ

１　目　　 　　標

２　施策の方向

（１）地域コミュニティの支援
（２）テーマコミュニティの支援
（３）ネットワーク化の促進
（４）コミュニティ施設の整備
（５）イベントの充実

３　計画事業

活動指標・目標
①指標
　自治会加入世帯数
②目標
　７３，１００世帯
　(19年度)
③実績
　７１，６００世帯
　(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　市民活動サポート
　センター開館日数
　及び市民活動団体
　ガイドブック発行
　冊数
②目標
　３４６日(19年度)
　２，５００冊
　(19年度)
③実績
　３４６日(16年度)
　２，０００冊
　(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　民間

事　　業　　概　　要

事　　業　　概　　要

　地域のコミュニティ活動の中心的な役割を成している
自治会等の行う、市民集会や研修会の開催等を支援する
とともに、活動拠点（自治会館）の整備を助成し、地域
活動の活性化を図ります。

◇自治会活動等運営費の助成
◇自治会館建設費等の助成
◇市民活動の維持のための支援

　市民活動推進条例に基づき、市民活動を推進するため
の環境を整備するとともに、市民活動団体相互のネット
ワーク化を推進し、各団体の成熟化を支援します。

◇市民活動推進のための財政的支援
◇市民活動拠点としての市民活動サポートセンターでの
支援
◇市民及び市民活動団体の情報の収集と提供
◇ネットワークづくりの支援及び市民活動団体ガイド
ブックの内容の充実
◇市民及び市民活動団体への研修会等の開催

●市民が自発的に参加し、自主的に運営されるコミュニティ活動を支援
し、だれもが生きがいを持ち安心して暮らすことができる、ふれあいのあ
るまちをつくります。

コミュニ
ティ

事　業　名

事　業　名

★地域組織との連携

3-03-01-102（市民活動推進課）

3-03-01-201（市民活動推進課）

★市民活動団体・民間非営利組織
の支援



４－（２）　第４次実施計画に向けた研究・検討事項

主たる担当課

市民活動推進課

４－（３）　定例的・定型的業務

主たる担当課

市民活動推進課

市民活動推進課

概　　要

　市民による自主的なコミュニティ活動を推進し、地域
住民が地域の様々な活動を通して交流を深め、人間性豊
かな地域コミュニティ形成をするため、誰にも使いやす
い活動拠点としてコミュニティ施設の整備を検討しま
す。

　市民のふれあい、リサイクルの啓発、レクリエーショ
ンの場としての市民による手づくりのまつりを開催しま
す。

イベントの充実
(3-03-01-501)

概　　要

　コミュニティ団体のリーダー間の交流が行われる場の
提供等を通して組織やリーダーと連携します。

業務名（事業名コード）

コミュニティリーダーとの連携
(3-03-01-101)

コミュニティ施設の整備
＜ハード事業＞

(3-03-01-401)

研究・検討事項（事業名コード）



３-２　交流親善

１　目　　 　　標

２　施策の方向

（１）都市交流の推進
（２）国際交流の推進
（３）地域国際化の推進
（４）平和行政の推進

３　計画事業

活動指標・目標
①指標
　広島平和式典派遣
　児童・生徒数
②目標
　２８人(19年度)
③実績
　 ２８人(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

４－（３）　定例的・定型的業務

主たる担当課

文化推進課

文化推進課

　外国語表示のガイドブックを作成し配布するととも
に、新しい情報を提供するため３年ごとに改訂版を作成
します。

平和の尊さ啓発事業
(3-03-02-403)

　平和講座や平和展などの事業を行い、戦争の悲惨さと
平和の尊さを啓発します。

外国語による情報提供事業
(3-03-02-302)

●国内外の都市との友好関係を築くとともに、市民レベルでの幅広い交流
を促進し、親善の輪を広げます。

交流親善

3-03-02-401（文化推進課）

業務名（事業名コード） 概　　要

事　業　名

ピーストレイン事業

事　　業　　概　　要

　次世代を担う市内在住・在学の小・中学生に戦争の悲
惨さや平和の尊さ等を学んでもらうため、毎年８月６日
に行われる広島市の平和記念式典に、児童・生徒を派遣
します。また、ピーストレインに参加し体験したことや
感じたことを、冊子にまとめ学校等で活用します。



賑わいと活力を創出する

第 ４ 章

産業を育てるまち



１-１　農　業

１　目　　 　　標

２　施策の方向

（１）農業生産基盤の整備
（２）農業後継者の育成
（３）生産者と消費者の交流
（４）畜産業の振興

３　計画事業

活動指標・目標
①指標
　赤羽根土地改良事
　業進捗率
②目標
　１００％
　(～19年度末)
③実績
　５７％
　(～1６年度末)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　民間

活動指標・目標
①指標
　整備か所数
　(農業振興地域
　含む)
②目標
　９０か所
　(17～19年度)
③実績
　２３か所
　（16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　農業振興地域内農
　道及び用排水路整
　備延長
②目標
　９３０㍍
　(17～19年度)
③実績
　３００㍍(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市4-01-01-108（農政課）

事　　業　　概　　要

4-01-01-103（農政課）

農とみどりの整備事業
（農業基盤整備）
＜ハード事業＞

事　業　名

第１節　湘南の特性を活かした農漁業・観光の振興

事　業　名

農道・用排水路の整備
＜ハード事業＞

農　業

●農業生産基盤を整備し、農業生産活動の環境や生産性を向上します。
●地場農産物の出荷奨励や観光農園の振興に対する支援をし、市民と農業
者のふれあいの機会や場を提供します。
●畜産業の振興を支援し、周辺環境に配慮した施設設備の整備改善を促進
します。

4-01-01-101（農政課）

事　業　名

赤羽根土地改良事業
＜ハード事業＞

　神奈川県の「農とみどりの整備事業」の補助を受け、
農業振興地域内の未整備な農道及び用排水路を整備し、
地域の振興と環境の改善を図ります。

　土地改良事業により農地の区画形状を整え、道路及び
水路を整備し農地の集団化を図るため、区域内を通過す
る公共下水道雨水きょを整備します。
　赤羽根土地改良区は自然豊かな農業振興地域にあり、
地元農業者と近郊住民が交流する市民農園、農村公園を
設置し、農業を学習する場、自然と共生する場、雄大な
憩いの場は市民にとって貴重な財産となる為に確保する
ものです。

事　　業　　概　　要

　農道・用排水路の未整備地区、老朽化のある地区の整
備または、維持修繕を行います。

事　　業　　概　　要



活動指標・目標
①指標
　援農ボランティア
　農業研修開催回数
②目標
　２８回
　(17～19年度)
③実績
　なし

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

４－（３）　定例的・定型的業務

主たる主管課

農政課

農政課

農政課

農政課

農政課

農政課

農政課

農政課

農政課

農政課

農政課

事　　業　　概　　要

業務名（事業名コード）

　農業従事者の高齢化や後継者不足による荒廃地や遊休
地の減少を図るとともに農地を保全するため、県が実施
している中高年ホームファーマー事業に供するホーム
ファーマー農園の開設を促進します。
　また、農業に興味がある市民に農業研修を行い、農業
生産活動を補完する援農ボランティアを育成します。

概　　要

　学校給食残さの堆肥化を目指し環境にやさしい農業の
推進を図ります。また、農薬の使用量・回数を減じ、安
全な農作物の生産を推進します。

事　業　名

環境保全型農業の推進
(4-01-01-305)

農産物直売所などの整備
(4-01-01-303)

家庭菜園整備事業
(4-01-01-302)

　農産物の直売所を設置することにより、新鮮で安価な
地場農産物を市民に提供し、農業者と市民の交流を図る
とともに、農業振興を図ります。

　農業振興のための各制度資金の利用の推進や、利子補
給制度の周知を図ります。

優良品種・新栽培技術導入の支援
(4-01-01-202)

　優良品種や新しい栽培技術の導入を支援し、農業の活
性化を図ります。また、環境にやさしい有機栽培による
環境保全型農業を推進するため、関係機関による技術指
導を支援します。

　施設トマトを栽培していく上で発生する土壌障害や病
害虫など、様々な障害に対応できる接ぎ木苗の優良種苗
を導入し、種苗の購入費に対して助成します。

4-01-01-203（農政課）

　普段、土に親しむことの少ない市民が、野菜を栽培す
ることにより健康増進を図るとともに農業に対する理解
を深めていただきます。

優良農地の保全
(4-01-01-104)

　農地の貸し借り等農地の流動化を推進します。また、
体験農業等により援農者の育成を図り、優良農地を保全
します。

農業制度資金利子補給金
(4-01-01-107)

観光農業奨励事業
(4-01-01-301)

　市内の観光農園経営者などで構成される団体へ助成
し、観光農業を支援します。

トマト優良種苗導育成事業
(4-01-01-201)

☆援農ボランティア育成事業

畜産経営環境保全対策事業
(4-01-01-401)

　市内の畜産農家に対して、消臭剤購入費及び環境改善
機械等購入費を助成します。

◇購入費に対する１／２以内の助成

観光農業の振興
(4-01-01-304)

　市内の農家へ市民が直接買い付けに行く農産物買物ツ
アーを開催し、観光農園や地場農産物のＰＲにつとめま
す。

各種品評会開催事業
(4-01-01-306)

　農業まつりや花の展覧会、野菜・果樹等立毛共進会や
畜産共進会などを開催し、地場農産物や畜産業を広く市
民に周知するとともに、生産物の資質向上を図ります。



１-２　漁　業

１　目　　 　　標

２　施策の方向

（１）水産資源の育成
（２）漁業後継者の育成
（３）漁業施設等の整備

３　計画事業

活動指標・目標
①指標
　漁業近代化資金利
　子補給件数
②目標
　３件(19年度)
③実績
　１件(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　県・市・民間

４－（３）　定例的・定型的業務

主たる主管課

海浜課

海浜課

事　　業　　概　　要

　漁業近代化資金の利子補給事業などにより、漁業経営
の安定化・合理化を図り、漁業後継者の育成を支援しま
す。

事　業　名

漁業後継者の育成

4-01-02-202（海浜課）

　漁業と市民のふれあいや水産物の消費拡大を目的とし
て、さかなの市・さかなまつりを開催し、魚貝類の即売
を行います。

さかなの市・さかなまつり
(4-01-02-304)

●水産資源の保護と育成を図り、漁業経営の安定化・合理化を支援しま
す。
●自然環境や景観に配慮しながら、漁業施設などを整備します。

概　　要

　神奈川県栽培漁業協会及び茅ヶ崎市漁業協同組合が中
心となって、マダイ、ヒラメ等の稚魚放流を継続的に行
い、水産資源の育成を図ります。

水産資源の育成
(4-01-02-103)

漁　業

業務名（事業名コード）



１-３　観　光

１　目　　 　　標

２　施策の方向

（１）観光資源の充実
（２）観光資源のネットワーク化
（３）観光情報の充実

３　計画事業

活動指標・目標
①指標
　施策検討会議開催
　回数
②目標
　５回(19年度)
③実績
　５回(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市・民間

 

４－（２）　第４次実施計画に向けた研究・検討事項

主たる担当課

産業振興課

産業振興課

●海水浴、マリンスポーツ、サイクリングなど既存の観光資源の充実と新
たな観光資源を創出します。
●伝統的行事などと自然環境を活用した観光資源との間のネットワーク化
に取り組み、通年型の都市観光を創出します。

観　光

事　業　名 事　　業　　概　　要

　平成１５年に設置された「産業の活性化及び雇用の拡
大に関する施策検討会議」を引き続き開催し、産業の活
性化及び雇用の拡大に関する具体的施策を関係機関と協
議・検討するとともに、実施すべきと判断した施策につ
いては、優先度、事業費、効果などを勘案し事業化しま
す。

　漁港区域基本構想に基づき、年間を通じて利用できる
海岸利用者利便施設の設置について、中・長期的な設置
の検討をします。

◇設置場所：漁港区域内の市有地

☆産業の活性化・雇用拡大の推進
（観光）

4-01-03-106（産業振興課）

研究・検討事項（事業名コード） 概　　要

☆海岸利便施設の設置の検討
(4-01-03-104)

☆フィルムコミッション事業の検
討
            (4-01-03-105)

　フィルムコミッション事業の費用対効果や映像事業者
の需要の内容などを十分見極めるための検討をします。



４－（３）　定例的・定型的業務  

主たる担当課

産業振興課

産業振興課

産業振興課

産業振興課

産業振興課

産業振興課

産業振興課

観光情報の収集・提供
(4-01-03-301)

観光案内所運営事業
(4-01-03-302)

　観光散策コースの調査、点検と、案内板の設置及び点
検整備を行います。

遊歩道・自転車道のネットワーク
化の推進
             (4-01-03-203)

　情報機器（インターネットなど）の活用により、観光
情報の収集と提供の充実を図ります

　市民や観光客が気軽に市内を散策できるように、自転
車道や遊歩道のネットワーク化を進めます。

　茅ヶ崎駅自由通路に観光案内所を設置し、市内外から
の観光客の利便の向上を図ります。

観光ルート・案内板などの整備
(4-01-03-202)

概　　要

◇大岡越前祭への支援
　大正年間より行事が催され、一時の中断を経て昭和３
１年に第１回「大岡祭」として復活し、平成６年度より
「大岡越前祭」に名称変更して開催しています。
◇茅ヶ崎海岸浜降祭への支援
　茅ヶ崎・寒川の神輿約４０基が参加。神奈川県指定無
形民俗文化財に指定されています。平成１６年度より日
程を７月（海の日）に変更して開催します。
◇花火大会への支援
　昭和４９年から海水浴場を会場に実施し、平成１２年
度より名称を「サザンビーチちがさき花火大会」に改称
し、８月の第１土曜日に開催しています。
◇湘南祭への支援
　平成６年度から大岡越前祭の一環事業として開催さ
れ、観光イベントに成長しています。大岡越前祭から独
立し、観光イベントとして定着することを目指します。

伝統的な行事・観光イベントの充
実
            (4-01-03-101)

業務名（事業名コード）

　農漁業商店会や商工会議所が中心となって、新たな観
光資源として、茅ヶ崎オリジナルの物産品を創出しま
す。
　市・観光協会がオリジナルの物産品を系統的に整理
し、物産品の展示等ＰＲにつとめ、事業を推進します。

茅ヶ崎物産品の情報発信事業
(4-01-03-102)

海水浴場運営事業
(4-01-03-103)

　茅ヶ崎市観光協会が開設するサザンビーチちがさき海
水浴場の運営に参画し、海水浴場の近代化を推進しま
す。



第２節　活力と魅力あふれる商工業の振興

2-１　商　業

１　目　　 　　標

２　施策の方向

（１）商店街の活性化とネットワーク化
（２）地域に密着したサービスの充実
（３）個性ある特産品の開発・普及

　
　

３　計画事業

活動指標・目標
①指標
　小口短期資金融資
　貸付金
  (商工会議所への貸
　付金)
②目標
　１５，７２０
　千円(19年度)
③実績
　１５，７２０
　千円(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　民間

活動指標・目標
①指標
　中小企業融資預託
　金
　(金融機関への託金)
②目標
　１６，５００
　千円(19年度)
③実績
　１６，５００
　千円(1６年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　民間

活動指標・目標
①指標
　中小企業融資資金
　利子補給件数
②目標
　１０件(19年度)
③実績
　１０件(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　民間

事　　業　　概　　要

事　　業　　概　　要

　市内の中小企業の経営基盤の確立と経営の近代化を促
進し、中小企業の健全な発展を図るため、市が指定の取
扱金融機関へ預託し、１年以上継続して同一事業を営ん
でいる中小企業者の事業運営資金として、市と取扱金融
機関が協調して融資します。また、融資の現状把握を行
い、融資制度の見直しをしていきます。

◇融資内容　振興資金、近代化資金、経営安定特別資金

　茅ヶ崎市中小企業融資制度の近代化資金、経営安定特
別資金の融資を受けた市内の中小企業者に対して、利子
補給を行います。

★中小企業融資制度（商業）

★中小企業融資資金利子補給金
（商業）

4-02-01-103（産業振興課）

事　業　名

4-02-01-105（産業振興課）

事　業　名

●単なる買い物の場所ではなく、暮らしの広場、交流の広場としての機能
を備えた便利で活力ある商店街をつくります。
●地域の特性を活かした商業拠点として、地域住民の生活に根ざした商店
街をつくります。

商　業

事　業　名

★小口短期資金融資制度（商業）

事　　業　　概　　要

　市内の中小企業者、中小企業団体及び商店街団体の経
営の安定と健全な発展を図るため、緊急に必要な資金を
市が茅ヶ崎商工会議所へ貸付して融資します。

◇市内で１年以上継続して同一事業を営んでいる小規模
企業者・中小企業団体、商店街団体へ融資

4-02-01-106（産業振興課）



活動指標・目標
①指標
　中小企業信用保証
　料補助件数
②目標
　６０件(19年度)
③実績
　６０件(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　民間

活動指標・目標
①指標
　特定退職金共済掛
　金補助件数
②目標
　９０件(19年度)
③実績
　９０件(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　民間

活動指標・目標
①指標
　商業活性化事業実
　施事業数
　（市認定事業）
②目標
　５事業
　(17～19年度)
③実績
　５事業(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　民間

活動指標・目標
①指標
　家賃補助制度導入
　年度
②目標
　平成１８年度
③実績
　なし

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　民間

活動指標・目標
①指標
　施策検討会議
　開催回数
②目標
　５回(17～19年度)
③実績
　５回(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市・民間

事　　業　　概　　要

事　　業　　概　　要

　中小企業者が茅ヶ崎市中小企業融資制度や神奈川県中
小企業制度融資の小規模企業資金融資を受けるため、神
奈川県信用保証協会に納めた信用保証料に対し補助しま
す。

　市内に事業所を有し、１年以上事業を営んでいる中小
企業の法人又は個人を対象に、年度内に払い込んだ特定
退職金共済掛金の一部を補助金申請のあった中小企業者
へ補助します。

　魅力ある買い物の場・職住の場として、中心市街地に
にぎわいを創出するため、茅ヶ崎商工会議所（ＴＭＯ団
体）が策定し、市の認定を受けたＴＭＯ構想に盛り込ま
れた事業に対し支援します。

◇市道０２０３号線の開通に伴う商店街快適サービス提
供事業に対し支援

　商店街の空洞化を防止し、商業の活性化を図るため、
空店舗を活用しようとする新たな創業者に対して、起業
資金の融資や利子補給等の支援制度を確立します。
　また、空店舗を活用する創業者に対して、初期事業の
安定を図るため、一定の期間の家賃助成制度を確立しま
す。

◇平成１８年度を目途に制度の確立

　平成１５年に設置された「産業の活性化及び雇用の拡
大に関する施策検討会議」を引き続き開催し、産業の活
性化及び雇用の拡大に関する具体的施策を関係機関と協
議・検討するとともに、実施すべきと判断した施策につ
いては、優先度、事業費、効果などを勘案し事業化しま
す。

事　　業　　概　　要

事　　業　　概　　要

4-02-01-110（産業振興課）

4-02-01-111（産業振興課）

☆産業の活性化・雇用拡大の推進
（商業）

事　　業　　概　　要

事　業　名

4-02-01-112（産業振興課）

☆商店街空店舗活用による創業者
支援

事　業　名

事　業　名

★ＴＭＯへの支援

4-02-01-109（産業振興課）

4-02-01-108（産業振興課）

★特定退職金共済掛金補助金
（商業）

★中小企業信用保証料補助金
（商業）

事　業　名

事　業　名



４－（３）　定例的・定型的業務

主たる担当課

産業振興課

産業振興課

産業振興課

産業振興課

産業振興課

業務名（事業名コード）

商店街魅力アップ支援事業
(4-02-01-101)

概　　要

　専門相談員による指導・相談・講習会等を行い、各個
店の近代化・個性化を図り、魅力あふれる商店街づくり
を支援します。

　異業種の事業者が相互に交流、研さんし、事業の発展
と地域経済・文化の推進的な役割を果たすことを目的と
した団体「ハイテクメイト湘南」を支援します。

　中小企業に対して、専門の診断士による適切な助言と
経営指導を行い、経営の近代化と安定を促進します。

地域商店街消費者利便施設整備助
成事業
            (4-02-01-201)

商業団体の支援
(4-02-01-104)

　消費者の利便及び地域商業の振興を図るため、商店街
団体が顧客のために設置する共同駐車場や駐車場設置事
業に対し、助成します。

異業種間交流事業の支援
（商業）

(4-02-01-302)

中小企業経営診断委託（商業）
(4-02-01-107)

　商業関連団体と連携を図りながら、商業の振興と地域
社会に寄与する活動を支援し、地域社会に寄与する事業
を実施する商業団体に対し事業費を助成します。



２-２　工　業

１　目　　 　　標

２　施策の方向

（１）産業基盤の充実
（２）人材の確保と企業の育成
（３）地域に密着した事業の充実
（４）新しい産業を創出する企業の誘致

３　計画事業

活動指標・目標
①指標
　小口短期資金融資
　貸付金
  (商工会議所への貸
　付金)
②目標
　１５，７２０
　千円(19年度)
③実績
　１５，７２０
　千円(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　民間

活動指標・目標
①指標
　中小企業融資預託
　金
　(金融機関への託金)
②目標
　１６，５００
　千円(19年度)
③実績
　１６，５００
　千円(1６年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　民間

事　　業　　概　　要

事　　業　　概　　要

　市内の中小企業者、中小企業団体及び商店街団体の経
営の安定と健全な発展を図るため、緊急に必要な資金を
融資します。

◇市内で１年以上継続して同一事業を営んでいる小規模
企業者・中小企業団体へ融資

　市内の中小企業の経営基盤の確立と経営の近代化を促
進し、中小企業の健全な発展を図るため、市が指定の取
扱金融機関へ預託し、１年以上継続して同一事業を営ん
でいる中小企業者の事業運営資金として、市と取扱金融
機関が協調して融資します。また、融資の現状把握を行
い、融資制度の見直しをしていきます。

◇融資内容　振興資金、近代化資金、経営安定特別資金

●新たなビジネスチャンスの創出や異業種間交流を支援し、産業基盤の整
備を図ります。
●イベントなどを通じて、事業所と地域コミュニティとの相互理解や連携
を図ります。

工　業

事　業　名

4-02-02-202（産業振興課）

事　業　名

★小口短期資金融資制度（工業）

★中小企業融資制度（工業）

4-02-02-204（産業振興課）



活動指標・目標
①指標
　中小企業融資資金
　利子補給件数
②目標
　１０件(19年度)
③実績
　１０件(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　民間

活動指標・目標
①指標
　中小企業信用保証
　料補助件数
②目標
　６０件(19年度)
③実績
　６０件(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　民間

活動指標・目標
①指標
　特定退職金共済掛
　金補助件数
②目標
　９０件(19年度)
③実績
　９０件(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　民間

活動指標・目標
①指標
　セミナー等開催
　回数
②目標
　４回(19年度)
③実績
　なし

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　民間

活動指標・目標
①指標
　施策検討会議
　開催回数
②目標
　５回(17～19年度)
③実績
　５回(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市・民間

事　　業　　概　　要

事　　業　　概　　要

　茅ヶ崎市中小企業融資制度の近代化資金、経営安定特
別資金の融資を受けた市内の中小企業者に対して、利子
補給を行います。

　平成１５年に設置された「産業の活性化及び雇用の拡
大に関する施策検討会議」を引き続き開催し、産業の活
性化及び雇用の拡大に関する具体的施策を関係機関と協
議・検討するとともに、実施すべきと判断した施策につ
いては、優先度、事業費、効果などを勘案し事業化しま
す。

　市内に事業所を有し、１年以上事業を営んでいる中小
企業の法人又は個人を対象に、年度内に払い込んだ特定
退職金共済掛金の一部を補助金申請のあった中小企業者
へ補助します。

　中小企業の技術製品開発を促進し、企業の独自性や優
位性を発揮させ、中小企業の振興を図ります。

◇特許取得推進のためのセミナー開催
◇アドバイザーによる相談事業
◇申請、手続き等にかかる費用の一部を助成する支援制
度の確立

事　　業　　概　　要

事　　業　　概　　要

事　業　名

4-02-02-209（産業振興課）

☆中小企業特許取得支援事業

事　業　名

　中小企業者が茅ヶ崎市中小企業融資制度や神奈川県中
小企業制度融資の小規模企業資金融資を受けるため、神
奈川県信用保証協会に納めた信用保証料に対し補助しま
す。

★特定退職金共済掛金補助金
（工業）

事　業　名

4-02-02-208（産業振興課）

事　　業　　概　　要

4-02-02-207（産業振興課）

4-02-02-403（産業振興課）

☆産業の活性化・雇用拡大の推進
（工業）

事　業　名

事　業　名

★中小企業信用保証料補助金
（工業）

4-02-02-205（産業振興課）

★中小企業融資資金利子補給金
（工業）



４－（３）　定例的・定型的業務

主たる担当課

産業振興課

産業振興課

産業振興課

産業振興課

産業振興課

産業振興課

産業振興課

　地域からの産業振興強化のため、「湘南地域産業振興
協議会」に参加し、創業者の発掘・育成、研究・技術開
発の促進、既存産業の高度化事業を推進していきます。

　中小企業に対して、専門の診断士による適切な助言と
経営指導を行い、経営の近代化と安定を促進します。

湘南地域産業振興事業の推進
(4-02-02-402)

概　　要業務名（事業名コード）

新しい産業を創出する企業の誘致
(4-02-02-401)

中小企業経営診断委託（工業）
(4-02-02-206)

　異業種の事業者が相互に交流、研さんし、事業の発展
と地域経済・文化の推進的な役割を果たすことを目的と
した団体「ハイテクメイト湘南」を支援します。

　ちがさき産業フェアを開催し、産業製品、商品及び特
産品を広く宣伝し、市民一体となった産業の振興と活性
化を図り、地域と企業の交流を促進しています。

地域と企業の交流促進の支援
(4-02-02-301)

　既存工業地域の有効活用につとめ、研究型企業やベン
チャー企業等の居住環境と自然環境に配慮した企業誘致
を図ります。

異業種間交流事業の支援
（工業）

(4-02-02-201)

工業団体の支援
(4-02-02-203)

　大手企業と中小企業の総合的改善発達を図り、工業の
振興と地域社会の福祉向上に貢献する活動を行う工業関
連団体に対し事業費を助成します。

産業基盤の整備促進
(4-02-02-101)

　居住環境や自然環境に配慮しながら、研究型企業やベ
ンチャー企業等が立地しやすい環境の整備促進を図りま
す。



１　市民参加
２　男女共同参画社会
３　民間活力
４　情報化
５　行政運営
６　財政運営
７　広域行政

第３部　計画の推進に向けて



１　市民参加

１　目　　 　　標

２　施策の方向

（１）情報共有化の推進
（２）広聴機能と相談業務の充実
（３）市民参加の推進
（４）市民参加制度の確立

３　計画事業

活動指標・目標
①指標
　広報ちがさきの発
　行回数（月２回）
②目標
　２４回（19年度）
③実績
　２４回(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　法律相談実施回数
②目標
　２０５回
　（19年度）
　（週２回２名体制）

③実績
　１１９回(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

４－（３）　定例的・定型的業務

主たる担当課

市民活動推進課

●市民だれもが自主的・自発的に市民参加できる制度を確立し、市民と行
政の情報の共有化を図ります。
●市民と行政の相互理解と協力関係に基づく市民参加型のまちづくりを進
めます。

市民参加

事　業　名

5-01-01-104（広報広聴課）

★行政情報の共有化の推進

事　　業　　概　　要

　広報紙、ホームページ等の様々な広報媒体によって行
政情報を提供し、市民との情報の共有化を図り、市民参
加をより促進します。

◇広報ちがさきの発行による行政情報の提供
◇ＦＭ放送による広域的な情報提供と緊急時の情報提供
◇ケーブルテレビによる市広報番組の放送による多分野
にわたる情報提供
◇ホームページによる迅速な情報の提供と双方向性を活
用した市民ニーズの把握

業務名（事業名コード）

市民参加推進のための基本方針の
推進
           (5-01-01-303)

　職員研修会等を通じた職員の意識改革を行い、市民を
中心にフォーラム等を開催し、市民と職員の意識の啓発
を行います。

概　　要

事　業　名

★市民相談体制の拡充・整備

5-01-01-202（広報広聴課）

事　　業　　概　　要

　市民から寄せられる各種相談に対応し、迅速な相談に
より、市民生活の安全と安心の確保が図れるよう、各種
相談体制の拡充と整備につとめます。



２　男女共同参画社会

１　目　　 　　標

２　施策の方向

（１）男女共同参画社会形成への総合的推進
（２）就労環境の整備
（３）男女平等意識の高揚
（４）女性に対する暴力への対応
（５）政策・方針決定への参画
（６）女性の性の自己決定権の確立

３　計画事業

活動指標・目標
①指標
　講座等開催回数
②目標
　７回（１9年度）
③実績
　７回(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　相談実施日数
②目標
　２４３日
　（19年度）
③実績
　２４３日
　(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　県・市・民間

活動指標・目標
①指標
　データブック作
　成事業委員会開
　催回数
②目標
　２４回
　（17～19年度）
③実績
　１０回(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

事　業　名

　女性の置かれた社会的状況や問題を調査し、統計・分
析をするなかで市の施策や計画に反映します。
　アンケート調査を実施し、市民と協働してデータブッ
クを作成します。

女性センターの機能充実によるエ
ンパワーメント支援

事　　業　　概　　要

事　　業　　概　　要

事　　業　　概　　要

　女性が社会的、経済的に力をつけること（エンパワー
メント）を目的とした講座等を開催し、就労等の支援を
行います。
　また、女性センターを拠点とした自立支援のため、情
報提供や講座を開催するとともに男女共同参画社会の形
成を目的にしている団体の支援及び協働事業を実施しま
す。

　夫やパートナー等からの、女性に対する暴力（ＤＶ）
を女性の人としての尊厳を踏みにじる犯罪として捉え
（ＤＶ防止法）、被害にあった女性が救済を求めること
ができる環境整備を県・市町村・民間団体が連携して行
うとともにＤＶに関する啓発事業を実施します。

5-01-02-202（男女参画社会課）

事　業　名

事　業　名

●男女が社会の対等な構成員として、社会のあらゆる分野における活動に
参画することが可能な「男女共同参画社会」の実現に向けたまちづくりを
進めます。

男女共同
参画社会

☆女性問題の研究調査及び啓発と
統計資料作成

5-01-02-503（男女参画社会課）

ＤＶ等の暴力根絶の意識啓発及び
ＤＶ対応

5-01-02-402（男女参画社会課）



４－（３）　定例的・定型的業務

主たる担当課

男女参画社会課

男女参画社会課

男女参画社会課

男女参画社会課

男女参画社会課

　男女平等参画推進講座の実施及び情報紙等による啓発
を行います。また、男女共同参画週間に市民と協働の事
業を実施することにより、男女共同の意識の形成を目指
します。

「女性のための相談室」の充実
(5-01-02-401)

女性に対する積極的参画促進措置
の取り組み
             (5-01-02-502)

　悩みを抱える女性の諸問題の解決方法を見い出すた
め、女性のための相談室を運営します。

男女平等意識の高揚
(5-01-02-303)

生涯にわたる女性の健康と権利の
啓発
            (5-01-02-601)

　目標数値を設定し、審議会等の女性委員の登用を計画
的に進めるなど積極的改善措置に取り組みます。

　女性が自分のからだのことを自分で決める権利を女性
の人権として確立し、生涯にわたる女性の健康を守るた
めの啓発講座等を実施します。

概　　要

　プランの見直しや評価基準の作成を行うとともに茅ヶ
崎市男女共同参画推進会議において実施計画の進ちょく
状況の把握を行います。

男女共同参画社会実現のための行
政の推進体制の充実
             (5-01-02-101)

業務名（事業名コード）



３　民間活力

１　目　　 　　標

２　施策の方向

（１）民間活力の活用
（２）民間非営利組織との協働
（３）市民活動・ボランティア活動の促進
（４）民間企業との協働

３　計画事業

活動指標・目標
①指標
　 民間非営利組織
　への業務委託数
②目標
　１９業務(19年度)
③実績
　１６業務(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市・民間

　

４－（２）　第４次実施計画に向けた研究・検討事項

主たる担当課

企画調整課

４－（３）　定例的・定型的業務

主たる担当課

市民活動推進課

●市民や企業、各種団体との連携を図り、その活力や手法・資金などを活
用し、民間の社会貢献活動を支援しながら、行政との協働・協調を基本理
念とした豊かで活力あふれるまちづくりを進めます。

概　　要

民間活力

　厳しい財政状況のなか、「民間資金等の活用による公
共施設等の整備等の促進に関する法律」いわゆるＰＦＩ
法を活用し、民間の資金や経営手法を導入した公共施設
の整備の可能性について調査研究します。

研究・検討事項（事業名コード）

「民間資金等の活用による公共施
設等の整備等の促進に関する法
律」を活用しての事業実施の調査
研究
            (5-01-03-102)

事　業　名

民間非営利組織との業務委託制度
の確立と推進

5-01-03-202（市民活動推進課）

事　　業　　概　　要

　多様化する市民ニーズに対応するため、市民の自発的
な参加による非営利組織（ＮＰＯ）との協働事業を推進
し、豊かで魅力あるまちづくりを目指します。

市民・企業・行政協働型まちづく
りの推進
            (5-01-03-402)

業務名（事業名コード） 概　　要

  民間非営利組織や企業との協働を基本理念とし、公平
性や公共性、効率性など様々な視点からサービスの供給
主体や形態を検討し、豊かで活力あるまちづくりを推進
します。



４　情報化

１　目　　 　　標

２　施策の方向

（１）情報化の推進

３　計画事業

活動指標・目標
①指標
　 戸籍電算化稼働
　年度
②目標
　平成１９年度
③実績
　なし

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　電子入札システム
　稼働年度
②目標
　平成17年度
③実績
　なし

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　会議映像配信シス
　テム稼働年度
②目標
　平成１７年度
③実績
　なし

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

　戸籍を従来の紙戸籍から電磁記録による処理に移行
し、戸籍の審査、記載事務等の迅速化を図り、戸籍謄抄
本をはじめとする証明の発行時間の短縮など、市民の利
便性の向上を図ります。

　業者登録及び入札事務の効率化と透明性、公正性の確
保を図るため、県市町村電子自治体共同運営協議会へ参
加し、電子入札システムを構築します。

　インターネットによる本会議場での審議状況を映像情
報として市民へ提供する配信システムを構築します。ま
た、市民ロビーにモニタを設置して生中継を行います。

事　　業　　概　　要

●情報を整理し、わかりやすい形で情報を提供できる体制の整備を図り、
情報化を推進する風土の醸成につとめ、情報との共生による便利で住み良
いまちづくりを進めます。

事　業　名

情報化

5-01-04-120（議会事務局）

☆会議映像配信システム

事　業　名

☆戸籍の電算化
＜ハード事業＞

5-01-04-117（市民課）

☆電子入札システムの構築

事　業　名

5-01-04-118（契約検査課）

事　　業　　概　　要

事　　業　　概　　要



活動指標・目標
①指標
　財務会計システム
　稼働年度
②目標
　平成17年度
③実績
　なし

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　電子申請・届出シ
　ステム適用業務数
②目標
　 ３０業務
　(～19年度末)
③実績
　 なし

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　動画配信サービス
　実施年度
②目標
　平成１７年度
③実績
　 なし

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　地図情報提供シス
　テム稼働年度
②目標
　平成１８年度
③実績
　 なし

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

　

４－（２）　第４次実施計画に向けた研究・検討事項

主たる担当課

選挙管理委員会

４－（３）　定例的・定型的業務

主たる担当課

情報推進課

　全庁型の共有基盤としてのＷｅｂＧｉｓシステムを整
備し、防災・災害、保健・福祉、医療情報など様々な地
図情報を提供することにより市民サービスの向上を目指
します。

事　　業　　概　　要

　市の歳入歳出事務に関し、事務処理の簡素・効率化を
図るため財務会計システムを再構築します。

　県市町村電子自治体共同運営協議会へ参加し、イン
ターネットを活用した行政サービスの向上にむけ、電子
申請・届出システムの構築を進めます。

　インターネットを利用し、行政情報（議会中継、広報
番組その他）を動画で配信するための基盤整備を行いま
す。

概　　要

事　業　名

業務名（事業名コード）

5-01-04-124（情報推進課）

5-01-04-126（情報推進課）

☆動画配信サービス整備事業
＜ハード事業＞

　市民誰もがネットワークの利用ができるよう、パソコ
ンやインターネットの体験ができるコーナーを開設して
います。

市民パソコン体験コーナーの運営
(5-01-04-113)

5-01-04-128（情報推進課）

☆電子投票に向けての調査・研究
(5-01-04-122)

　有権者の利便性の確保や開票時間の短縮等における効
果を目的として、電子投票システムの構築について調
査・研究を行います。

研究・検討事項（事業名コード）

☆全庁型地図情報提供システムの
構築
　　　　＜ハード事業＞

概　　要

事　業　名

☆電子申請・届出システムの構築
＜ハード事業＞

事　業　名

事　　業　　概　　要

事　　業　　概　　要

事　　業　　概　　要

事　業　名

☆財務会計システムの構築
＜ハード事業＞

5-01-04-123（情報推進課）



５　行政運営

１　目　　 　　標

２　施策の方向

（１）組織管理の適正化
（２）人事管理の適正化
（３）行政サービス環境の整備
（４）地方分権の推進

３　計画事業

活動指標・目標
①指標
　組織機構見直し
　検討会議等開催
　回数
②目標
　２０回
　(17～19年度)
③実績
　１１回(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　第２次定員適正化
　計画の見直し年度
②目標
　平成１７年度
③実績
　なし

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　人事評価システ
　ム検討会議開催
　回数
②目標
　１８回
　(17～19年度)
③実績
　５回(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

　少子高齢化、地方分権の進展、電子市役所の構築など
の行政課題や、複雑多様化する市民ニーズに迅速かつ的
確に対応するため、行政運営を総合的、機動的に展開で
きる組織機構を構築します。

　事務事業の効率化、組織機構の簡素合理化、外部委託
の活用等、スクラップ・アンド・ビルドの徹底につと
め、定員の適正化を図るとともに、職員数の状況、増減
数の推移など定員管理の状況について公表を行います。

　時代の変化に対応できる人材の確保を図るため、採用
試験の内容や実施方法の検討、受験資格の見直しを実施
します。
　また、平成１８年度の人事評価システムの確立を目途
に、職員の能力と実績（目標）の評価を一部試行し、そ
の評価結果を人事管理に反映する方法を検討します。
　さらに、適材適所の職員配置を実施するため、職員の
適性や資格の把握を図るとともに、配置替等にかかる意
向調査を実施します。

●組織管理・人事管理・事務管理の一層の適正化を図り、最少の経費で最
大の効果をあげることを基本として、簡素で効率的な行政運営を行いま
す。
●地方分権の時代にふさわしい、市民の要請と期待に鋭敏かつ誠実に応え
る行政運営を推進します。

組織機構の見直し

事　　業　　概　　要

行政運営

事　業　名

定員の適正化

★職員の人材育成の推進

5-01-05-202（職員課）

事　業　名

5-01-05-101（行政管理課）

事　業　名

5-01-05-201（行政管理課）

事　　業　　概　　要

事　　業　　概　　要



活動指標・目標
①指標
　公共施設台帳作成
　年度
②目標
　平成１７年度
③実績
　なし

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　（仮称）自治基本
　条例市民委員会開
　催回数
②目標
　２６回
　(17～19年度)
③実績
　なし

事業実施年度 １７年度 １８年度  事業主体　市

４－（３）　定例的・定型的業務

主たる担当課

職員課

市民課

　人口急増社会ニーズに対応して整備してきた公共施設
が老朽化の時期を迎えていることから、建築物を適切に
維持管理し、その長寿命化を図るため、推進システムの
構築を図ります。

　市民の満足度の高い市政運営のできる職員を養成する
ため、意識改革と資質の向上を図る研修を実施します。

事　業　名

☆公共施設の長寿命化の推進
＜ハード事業＞

5-01-05-302（建築課）

事　業　名

☆（仮称）自治基本条例の策定

業務名（事業名コード）

5-01-05-403（行政管理課）

市民窓口センターの整備・充実
(5-01-05-301)

　諸証明等の発行や各種届出業務を行うことにより、高
齢化社会等への対応や市民の利便性の向上を図ります。

職員研修の充実
(5-01-05-203)

概　　要

　地方自治の本旨に則り、行政運営の基本原則や自治を
実現していくための仕組みを定める「（仮称）自治基本
条例」を策定します。

事　　業　　概　　要

事　　業　　概　　要



６　財政運営

１　目　　 　　標

２　施策の方向

（１）財源の確保
（２）効率的財政運営

３　計画事業

活動指標・目標
①指標
　事務事業(事後)評
　価対象事業数
②目標
　３８０事業
　(19年度)
③実績
　５５９事業
　(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　財務研修実施回数
②目標
　６回
　(17～19年度)
③実績
　１回(16年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

活動指標・目標
①指標
　バランスシート
　公表回数
②目標
　３回
　(17～19年度)
③実績
　１回(１6年度)

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

事　業　名

5-01-06-203（財政課）

●経費の削減や自主財源の確保につとめながら、計画的・効率的に財政運
営を行います。
●受益者負担の適正化を図り、長期的展望にたって財政運営の健全化を進
めます。
●事務事業に対する財源の投資効果を的確に把握するため、行政評価シス
テムを確立します。

財政運営

事　業　名

事　業　名

★行政評価システムの導入・推進

バランスシート（貸借対照表）の
作成

財政健全性の維持

5-01-06-201（企画調整課）

5-01-06-202（財政課）

事　　業　　概　　要

事　　業　　概　　要

事　　業　　概　　要

　行政評価システムは、従来の行政運営から民間の企業
経営の理念や理論に基づき、これまでの行政運営にはな
かった新しい考え方や価値基準を行政運営に取り入れ
て、行政運営の効率化・活性化を目指すもので、政策体
系（総合計画体系）に沿って、「政策」、「施策」、
「事務事業」の３つの階層を対象とした評価を実施しま
す。
　また、行政運営の様々な場面で活用を推進し、事務事
業のスクラップ・アンド・ビルドや業務改善を図りま
す。

　公共サービスの多様化に伴い、義務的経費が増大し投
資的経費に充当すべき財源が厳しい状況になっており、
行政評価システムの結果を踏まえ、経費の節減、事務事
業の見直しを行い、財政の健全性を維持します。
　また、職員を対象とした、財務に関する知識の一層の
向上を図るために、研修会を実施します。

　行政の資産・負債を正しく捉えるため、前年度の決算
統計データを用いて、一般会計に特別会計を加えた連結
バランスシートを作成し、得られた数値を基に、市の財
政的特質を捉え今後の財政運営への反映を図ります。



活動指標・目標
①指標
　統一基準策定年度
②目標
　平成１７年度
③実績
　なし

事業実施年度 １７年度 １８年度 １９年度 事業主体　市

　

４－（２）　第４次実施計画に向けた研究・検討事項

主たる担当課

企画調整課

４－（３）　定例的・定型的業務

主たる担当課

財政課

財政課

事　　業　　概　　要

　分権時代の地方財政運営を自立・安定したものとする
ためには、地方財源の充実を図ることが必要であり、地
方への財源配分の枠組みの適正化について国に要請しま
す。

概　　要

各種使用料・手数料などの受益者
負担の適正化

研究・検討事項（事業名コード）

5-01-06-205（行政管理課）

　法令に基づき実施する一定水準の行政の計画的運営を
保証する上で、地方交付税制度は重要な役割を果たして
いる。交付税制度の充実に向け、神奈川県市長会を通じ
て国に対して要請を行います。

概　　要

地方交付税制度の見直しなどの要
請
           (5-01-06-102)

国・地方公共団体間の財源配分の
適正化の要請
           (5-01-06-103)

業務名（事業名コード）

　公共施設の新設が困難ななか、既存施設の有効活用の
方策を検討します。
　また、新設する場合でも、多機能な複合施設化による
効率的な活用を図ります。

既存施設の有効利用の調査検討
(5-01-06-204)

事　業　名

　受益者が特定される行政（公共）サービスについて
は、公平性の観点から適正な受益者負担を求める必要が
あることから、額の見直しを行うとともに、これらの減
額免除の統一的基準を策定します。



７　広域行政

１　目　　 　　標

２　施策の方向

（１）広域行政の推進
（２）国・県との連携

４－（２）　第４次実施計画に向けた研究・検討事項

主たる担当課

企画調整課

企画調整課

４－（３）　定例的・定型的業務

主たる担当課

企画調整課

業務名（事業名コード） 概　　要

　市の事業や施策などの早期実施や完了、また、国や県
の事業や計画の円滑な推進を図るため、国や県との連携
協力関係の確保につとめます。

国・県との連携
(5-01-07-201)

●近隣自治体などの相互の自主性と自立性を尊重しながら、広域的な連携
と協調による広域行政を進めます。
●国・県・市のそれぞれの役割分担を明確化し、国・県・関係市町との連
携・協調を図りながら、地域特性を活かしたまちづくりを進めます。

　市民の生活領域の広域化に伴い、行政区域を越えた行
政課題が山積しており、地方分権時代に即応した効率的
な行政運営を行うため、近隣市町にとらわれることない
広域行政のあり方を調査研究します。

概　　要

広域行政

研究・検討事項（事業名コード）

地方分権推進のための広域行政の
調査研究
           (5-01-07-103)

公共施設の共同設置と相互利用に
関する調査研究
           (5-01-07-101)

　厳しい財政状況のなか、効率的な行政運営を行い、市
民の利便性の向上を図るため、近隣市町の公共施設等の
相互利用・共同設置の調査検討を行います。
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